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令和６年６月24日(月曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第５号

　　令和６年６月24日(月曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(48人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(１人)

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名
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　　　　　　知　　　　事　木　村　　　敬　君

　　　　　　副 知 事　竹　内　信　義　君

　　　　　　副 知 事　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　小金丸　　　健　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　阪　本　清　貴　君

　　　　　　理　　　　事　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　倉　光　麻里子　さん

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　宮　島　哲　哉　君

　　　　　　会計管理者　川　元　敦　司　君

　　　　　　企 業 局 長　深　川　元　樹　君

　 　　　　　　　　　　 平　井　宏　英　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　城　内　智　昭　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　本　田　敦　美

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(山口裕君)　これより本日の会議を開きま

す。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(山口裕君)　日程に従いまして、日程第

１、21日に引き続き一般質問を行います。

　橋口海平君。

　　〔橋口海平君登壇〕(拍手)

○橋口海平君　皆さん、おはようございます。自

由民主党・熊本市第一選挙区選出の橋口海平で

す。今回の質問で14回目の質問となりました。何

度ここの場に立っても緊張しますが、この緊張を

いい緊張に変えて、最後まで質問をしたいという

ふうに思っております。

　４月16日に知事に就任されました木村知事、選

挙前に、政策提言「くまもと新時代を共に創る・

県民への10の約束」を発表しました。いわゆるマ

ニフェストです。その政策提言を基に選挙を戦っ

たわけですが、この提言をどのように実現してい

くのか、また、さらによい政策に変えていくの

か、しっかりと議会で議論を深めていかなければ

ならないというふうに感じております。

　木村知事は、前川議員の代表質問で、各政党と

は等距離とおっしゃいました。私も応援しており

ましたが、進めるところは進める、議論するとこ

ろは議論する、そのようなスタンスでこれからも

頑張ってまいりたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

　今回の質問は、その政策提言の部分についても

質問させていただきますので、どうぞよろしくお

願いします。

　まず初めに、建設産業に対する認識についてお

尋ねいたします。

　私は、過去に何度か建設産業について質問させ

ていただきました。それは、災害が多い日本にお

いて、地域の安心、安全を確保していくために

は、しっかりとしたインフラ整備が必要だからで

す。また、本来は起きないほうがいい災害が起こ

ったときに即応できる、また、復旧、復興ができ

る建設産業が必要だからです。そのような思い

で、これまでも取り組ませていただきました。

病 院 事 業
管 理 者

事務局次長
兼総務課長

人事委員会
事 務 局 長
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　今回の質問では、木村知事が就任して初めての

一般質問ということで、改めて、建設産業に対す

る認識について質問させていただきます。

　本県では、平成24年７月の九州北部豪雨、平成

28年４月の熊本地震、令和２年７月豪雨と、４年

ごとに大きな災害が発生しています。九州北部豪

雨では30人、熊本地震では、災害関連死も含め

276人、令和２年７月豪雨では、災害関連死も含

め、熊本県内で67人と、災害が起こるたびに多く

の犠牲者が出ています。

　災害はないほうがいいのですが、災害というも

のは、いつ起こるか分かりません。だからこそ、

災害に対して様々な備えをしておかなければなら

ないと思います。災害が起きても、いち早い復

旧、復興ができる状況をつくっておくのも一つの

備えだと思います。

　建設産業の状況を申し上げますと、まずは人手

が不足しているということです。このことは、建

設産業に限ったことではありませんが、しっかり

と確保、育成を行っていかないと、いざというと

きに工事が進まなくなります。そのほかにも、従

事者の高齢化、人件費や資材価格等の高騰、国や

県の公共事業費の動向で変わる工事量、地域にお

ける発注の偏りなど、大変な状況にあるのは間違

いないことです。このような中、地域の守り手と

して、建設産業を育成していく必要があります。

　以前、蒲島前知事に建設産業について質問した

際に、熊本地震の際、社会インフラの重要性を再

認識した、また、代替性の確保なども必要、建設

産業は社会インフラの整備、維持に不可欠な存

在、しかし、担い手の確保が喫緊の課題、社会資

本投資の動向も不透明、今後も、建設産業が社会

基盤を守り、また、未来を創造する担い手として

あり続けるためには、新しい技術力と柔軟に対応

できる経営力の強化が急務の課題である、県は、

県内企業の受注機会の拡大や建設技術センターの

研修内容の見直し、合併の促進、技術力、経営力

の強化を図ってきた、また、高校生を対象とした

建設産業ガイダンスを開催し、人材確保、育成に

も取り組んできた、引き続き、若者にとって魅力

ある産業となるよう、週休２日の推進など、働き

方改革にも取り組んでいく、さらに、災害からの

創造的復興に取り組み、本県経済の活性化につな

げ、建設産業の振興を図っていくと答弁されまし

た。

　そこで質問です。

　様々な災害からの創造的復興、人口減少時代、

デジタル化の推進、ＴＳＭＣの本県進出など、時

代が進む中で、建設産業に対する認識というもの

は変わっていくものだと思います。もちろん変わ

らないものもありますが、そのようなことを踏ま

え、本県建設産業の育成について、知事の認識を

お尋ねします。

　　〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　橋口議員から、建設産業に対

する私の認識について御質問いただきました。

　お答え申し上げます。

　建設産業の皆様には、熊本地震、令和２年７月

豪雨をはじめ、激甚化、頻発化する災害に対し、

発災直後から、早期復旧、その後の復興に向けて

御尽力をいただいていることに、心からまず感謝

を申し上げたいと思います。

　本年１月に発生しました能登半島地震では、主

要な道路が寸断され、緊急車両や救援物資が滞る

事態が発生してしまいました。本県においても、

令和２年７月豪雨においては、山間部を中心に多

くの孤立集落が発生することとなり、河川、砂防

などの防災インフラの充実強化や道路交通ネット

ワークの機能強化の重要性を強く認識させられま

した。
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　また、社会インフラにつきましては、県土の均

衡ある発展はもとより、半導体関連の集積やイン

バウンド需要の高まりなどへの対応、そしてま

た、子育て世代が暮らしやすいまちづくりなど、

地域ごとに異なる様々な政策課題に社会インフラ

が貢献するものとして、県民からの期待は大きく

なっていると思っております。

　建設産業の皆様は、災害が発生した際には、い

ち早く現場に駆けつけ、道路啓開などの応急復旧

に当たるなど、地域の守り手として、強い使命感

を持って活動していただいておられます。さきに

述べた熊本地震、令和２年７月豪雨における熊本

県建設産業の皆様の活躍は、日頃からの県や市町

村との連携のたまものであったと、改めて感謝申

し上げます。

　また、県民の暮らしを豊かにし、絶えず変化す

る社会経済活動を支える社会インフラ整備の担い

手として、建設産業の役割はますます重要になっ

ていると認識しております。

　しかしながら、少子高齢化に伴う生産年齢人口

の減少や技術者の皆様の高齢化などによりまし

て、建設産業においても、担い手の確保、育成が

喫緊の課題だと私は思っております。

　そのような中で、さらなる熊本の発展に向けて

建設産業がその役割を果たしていくためには、個

々の企業の技術力を高め、ＤＸ、デジタル化の推

進などによる生産性の向上を着実に進めていくべ

きであると考えております。そして、従業員の皆

様方が仕事と生活を調和しながら活躍できるよう

な働き方改革を実現し、建設産業がさらに魅力的

な企業に成長していくことが重要であると考えて

おります。

　県としましても、建設産業が安心してこのよう

な取組を進めていただけるよう、そして、多くの

若者から選ばれ、そして将来に向けて発展し続け

ていけるように、建設業界また関係機関の皆さん

と協力させていただきながら、建設産業の育成に

しっかりと県として取り組んでまいります。

　以上でございます。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　今回、一番初めに建設産業に対す

る認識を伺ったのは、木村知事のマニフェストの

１番目に「県民の命と暮らしを守る！」とあり、

その中に、災害からの復旧、復興や防災力の強化

等が記載してあったからです。１番目に持ってき

たということは、木村知事の意識の表れでもある

かと思います。県民の命と暮らしが一番大事だと

考えているからではないのでしょうか。

　冒頭でも申し上げたように、もちろん災害はな

いほうがいいに決まっています。しかし、災害が

発生したときに備える必要もあるかと思います。

もちろん、災害が起こったときに、警察、消防、

自衛隊の皆様方、本当に一生懸命に人命救助を行

っている姿を見てみると、頭の下がる思いなんで

すが、同時に、建設産業も、災害現場で救助する

方たちが現場に行けるように道路を切り開いた

り、先頭に立って頑張っているわけです。そし

て、その後の復旧、復興に関して、なくてはなら

ない存在だと思っております。

　木村知事も、答弁の中で、建設企業が安心して

取組を進められるよう、そして、多くの若者から

選ばれ、将来に向けて発展し続けられるよう、建

設産業や関係機関と協力するとありました。とて

も心強い言葉だと思います。どうぞこれからも、

連携を図りながら、建設産業の育成にも取り組ん

でいただければと思います。

　続きまして、知事の答弁を踏まえて、熊本県建

設産業振興プランについて質問します。

　これまで、本県では、平成16年に第１次、平成

22年に第２次、平成31年に第３次の建設産業振興
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プランを策定しました。この建設産業振興プラン

は、第１次の策定時から第３次に至るまで、建設

産業が非常に厳しい環境にあった中、地域の安

心、安全を守る建設産業を振興していくためにつ

くられたプランだと思います。

　そして、現在の建設産業を取り巻く環境も非常

に厳しい環境だと思います。

　全国の建設投資額は、ピーク時には平成４年度

の約84兆円だったのが、平成22年には半分の約42

兆円になり、令和４年度には約67兆円、ピーク時

から約20％減となっております。また、建設業者

数は、平成11年の約60万業者から令和３年度末の

48万業者となり、ピーク時から約21％減となって

おります。さらに、就業者数に関しては、平成９

年度の685万人から令和４年度の479万人と、ピー

ク時の約30％減となっており、投資額、業者数、

就業者数の全てが減少しております。

　その中でも、技術者に関しては、平成９年が約

41万人、平成22年が約31万人、そして令和４年が

約37万人と、技術者に関しては減少が止まってい

ることが分かります。

　しかしながら、現場で働く技能者に関しては、

平成９年が約455万人、平成22年が約331万人、令

和４年が約302万人となっており、ピーク時より

も153万人も減少しております。

　また、技能者の高齢化も課題となっておりま

す。60歳以上の技能者は、全体の約４分の１を占

めており、10年後には、その大半が引退すること

が見込まれております。一方で、29歳以下の割合

は全体の約12％であり、担い手を確保することが

喫緊の課題ではないかと考えております。

　これまでも、公共工事等の品質確保と担い手を

確保するため、公共工事の品質確保の促進に関す

る法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律、建設業法の担い手３法が改正さ

れ、予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、ダン

ピング対策の強化や担い手の育成、確保など、様

々な取組が進められてこられました。

　本県の第３次の建設産業振興プランの「はじめ

に」を見てみますと、建設産業は、インフラの整

備や維持管理、災害時の復旧、復興など、県民の

安心、安全に寄与するとともに、地域の雇用、経

済を支える重要な産業、近年、生産年齢人口の減

少による人材確保競争の激化、技術、技能の承継

の懸念など、担い手の確保が喫緊の課題となって

おり、地域の守り手としての役割を果たすことが

困難になりつつある、地域の対応力の低下への懸

念が高まっている、このように、環境は厳しさを

増すことが予想されるため、現状を把握するとと

もに、県民の生活を支える社会基盤を守り、未来

へつなぐ資産を創造する担い手としてあり続ける

ために、新たな建設産業振興の方向性を示す第３

次熊本県建設産業振興プランを策定することとし

ますとあります。

　これを基に「将来の建設産業を支える人材の確

保・育成」｢生産性の向上等による技術と経営に

優れた建設産業」｢｢地域の守り手」として地域に

貢献する建設産業｣、この３つの方向性を示し、

様々な取組が進められてきました。このように、

国だけでなく、県を挙げて頑張っているのではな

いかと思います。

　そこで質問です。

　これまでの建設産業振興プランに沿った様々な

取組の成果についてはどのように考えているの

か。また、今後策定する予定の新たな建設産業振

興プランはどのような方向性で策定するのか。

　以上２点、土木部長にお尋ねします。

　　〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　まず、取組の成果につ

いてお答えします。
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　これまでの第３次熊本県建設産業振興プランに

おいては、本県の建設産業が若者にとって魅力あ

る産業となるよう、建設産業の魅力の発信や働き

方改革等による人材確保、育成、ＩＣＴ活用等に

よる生産性の向上など、建設業界と連携して様々

な取組を進めてきました。

　特に、人材の確保、育成に向けては、高校生を

対象に、建設企業の魅力を伝える説明会の実施や

資格取得の支援などに力を入れており、建設業界

においても、各地域で現場見学会を開催するな

ど、自主的な取組が積極的に進められています。

　その結果、熊本労働局が公表している高校生の

県内就職者数が過去５年間で約２割減少している

中でも、建設業への就職者数は増加傾向にあるな

ど、一定の成果が出ているものと考えています。

　次に、新たなプランの方向性についてお答えし

ます。

　建設産業への期待や役割が増大する中で、生産

年齢人口の減少や技術者等の高齢化の現状を踏ま

えると、若手人材の確保や次世代への技術、技能

の承継などがますます大きな課題となっていま

す。

　このため、県では、新たなプランの策定に向け

て、建設業界との意見交換を重ねてきており、人

材不足への不安や働き方改革の必要性などに関す

る多くの御意見をいただきました。

　このようなことから、建設産業が将来にわたっ

て持続発展し、若い世代や多様な人材から選ばれ

るためには、人材の確保、育成に加え、建設産業

のＤＸ、デジタル化などによる生産性向上や完全

週休２日の推進等による働き方改革をさらに進め

ていく必要があります。また、適切な工期や予定

価格の設定など、発注者としての責務も重要であ

ると認識しています。

　第４次熊本県建設産業振興プランにおいては、

社会情勢が著しく変化する中においても、建設産

業がその役割をしっかりと果たしていくための将

来像として「地域を守り、未来をつくる建設産業

の持続・発展」を掲げてまいりたいと考えていま

す。

　そして、これを実現するための取組の方向性と

して「人材の確保・育成」｢生産性向上と働き方

改革」｢持続可能な建設産業の育成」を３つの柱

に、受注者と発注者がそれぞれに取り組むべき事

柄を明確に示す道筋となるよう、プランの策定を

進めております。

　今後も、建設業界の皆様と課題を共有しなが

ら、一丸となって建設産業の振興に取り組んでま

いります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　これまで、第３次のプランに沿っ

て様々な取組が行われており、高校生の県内就職

者数が過去５年で約２割減少している中、建設業

への就職者数は増加傾向にあるとありました。こ

れは、地道に取り組んできた結果だと思います。

このことに関しましては、しっかりと評価をした

いと思います。

　しかしながら、新しいプランを作成していく課

題としても、やはり若手人材の確保や技術、技能

の承継等がますます大きな課題となっているとあ

りました。人材育成、確保については、劇的に変

わることはないと思います。これからも地道に取

り組んでいかなければならない課題だとも思って

おります。しっかりと頑張っていただきたいと思

います。

　木村知事の答弁でありましたように、半導体関

連企業の集積などへの対応、子育て世帯が暮らし

やすいまちづくりなど、地域ごとに異なる様々な

政策課題に貢献するものとして、県民の期待は大

きくなっているとおっしゃっていただきました。
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その期待に応えるためには、新しいプランの取組

の方向性としての「人材の確保・育成」｢生産性

向上と働き方改革」｢持続可能な建設産業の育

成」の３本柱、このことをしっかりと、建設産業

と連携を図りながらプランの作成、そして、それ

を実現していただければと思います。特に、将来

の建設産業を担っていくのは若い世代です。これ

からも様々な団体の若い世代の意見も吸い上げて

いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

　続きまして、地域未来創造会議についてお尋ね

します。

　これまで、本県では、蒲島知事が県内各地を訪

問して、地域で頑張っておられる方々との意見交

換を通して、その内容を県政へ反映する事業とし

て、くまもと未来創造トークを開催してまいりま

した。昨年は宇城地域振興局で行われ、農業、観

光業、地域振興、商工業などの各分野から６名が

参加し、知事との活発な意見交換が行われたと聞

いております。

　これまで、南阿蘇村では住まいの再建、西原村

では創造的復興、天草や八代地域では地方創生を

テーマに意見交換が行われたほか、県立大学や九

州看護福祉大学の学生など幅広い方々との対話も

行われ、参加者からの意見を県政に反映してきた

のだろうと思います。蒲島知事時代には、このよ

うな取組が行われてきました。

　さて、木村県政にバトンタッチをしてどのよう

に変化していくのか。木村知事のマニフェストの

中に「県民参加による県政を推進する」｢月１回

程度の県民と知事の直接対話の機会を設ける」と

の記載があります。それが、５月の記者会見でも

発表がありました「お出かけ知事室～ともに未来

を語る会～」だと思います。

　これは、知事が県内45市町村を回り、県民から

直接意見を伺って県政につなげていくことを目的

とした事業です。早速、６月23日、昨日、宇土市

民会館で行われ、６月29日土曜日に上天草市松島

庁舎で行われます。２時間程度の意見交換とのこ

とで、充実した内容になるのではないかと思いま

す。

　そして、そのほかにも、マニフェストの中に

｢｢地域未来創造会議」を立ち上げ、それぞれの地

域の未来像を描き、それを羅針盤として、個性あ

る地域振興・経済振興・観光振興を推進します。

　各市町村の独自振興策の実現から、県都・政令

市である熊本市との腹を割っての課題の共有・検

討まで、45市町村との連携を徹底して進めます。

　これにより、ＴＳＭＣ進出に伴う経済波及効果

を県内全域の地域づくり・人づくりに投資し、更

なる成長に繋げる好循環を作り出します｡」とあ

ります。

　｢お出かけ知事室～ともに未来を語る会～」は

県民との意見交換、そして、地域未来創造会議は

市町村との意見交換だと思います。この地域未来

創造会議に期待をしている市町村は非常に多いの

ではないかと思います。

　ＴＳＭＣの経済波及効果に関して、特に、進出

地域から離れれば離れるほど、この地域はＴＳＭ

Ｃの経済波及効果はないのではないか、人材が流

出して人口がますます減ってくるとの声も聞こえ

てきます。しかしながら、このような会議を通し

て、県と市町村が一緒になって、地域振興、経済

振興、観光振興などを推進していくのは非常にあ

りがたいことだと思います。

　そこで質問です。

　この非常に期待が高い地域未来創造会議につい

て、知事の思いや今後どのように進めていくの

か、知事にお尋ねします。

　　〔知事木村敬君登壇〕



－ 138 －

令和６年６月定例会　熊本県議会会議録　第５号（６月24日）

○知事(木村敬君)　地域未来創造会議についてお

尋ねいただきましたので、お答え申し上げます。

　私は、熊本に赴任した12年前から一貫して、訪

れた様々な現場の声を大切にしながら県政運営を

行ってまいりました。また、国の職員という立場

でも、47都道府県全てを回って、全国津々浦々の

地方創生に関わってまいりました。内からも外か

らも熊本に関与してきたからこそ、熊本は日本一

伸び代のある県だと認識しております。

　この熊本が持つ日本一の伸び代のポテンシャル

を最大限に引き出して、県内各地のそれぞれの地

域の個性を生かした魅力的なふるさとづくり、こ

れが私の理想の地方創生であり、それをこの熊本

で実現していきたいと考えています。

　加えて、今、熊本は、議員御指摘いただきまし

たとおり、ＴＳＭＣ進出を契機にしたよき流れが

生まれております。既に様々な取組をそれぞれの

地域地域進めているところではありますけれど

も、県内全てにその効果を波及させるためには、

県と市町村などが、中長期的な目線で、同じ方向

性を共有してやはり取り組んでいく必要があると

考えております。

　このため、この地域未来創造会議の開催を通じ

まして、市町村長様などをはじめとする地域の皆

様と、大体、おおむね10年後のそれぞれの地域が

こうありたいと思う姿を描いて、その実現に向け

て、連携して取組を進めていきたいと考えており

ます。

　まずは、議会終わった後、７月から８月にかけ

て、地域振興局を単位に準備会議みたいなものを

開催して、会議に期待することとか、どういう会

議にしていく、どういうものを目指していこう

か、内容について、地域ごとに御意見をまずしっ

かり、下準備といいますか、お聞きしたいと思っ

ています。

　そうした仕込みというか、事前にしっかりと会

議の目的とかを共有した上で、９月頃から順次県

内各地域で地域未来創造会議を開催して、全部行

けるか分かりませんけれども、可能な限り、私自

ら、市町村長さんや地域活性化の現場で活躍され

ている方など、その地域の皆様と議論する機会を

重ねまして、共にそれぞれの地域の未来像を描い

ていきたいと考えております。

　共に地域の未来像を描き、各地域の個性を生か

した経済発展を模索することで、ＴＳＭＣ進出の

経済波及効果を県内各地域全てに広げてまいりた

いと考えております。

　以上でございます。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　この地域未来創造会議について

は、選挙期間中に、ある町長が非常に期待をして

いるというふうにおっしゃっておりました。市町

村長もしっかりとマニフェストを読んでおり、県

の進むべき方向性というものはどのようになって

いるのか、とても気になるところだと思っており

ます。

　そのような中で、この地域未来創造会議を話題

に上げてきたのは、期待の表れだというふうにも

思っております。

　県が導いていくことは、必要な部分もあると思

いますが、市町村が10年後のあるべき姿というも

のをどのようにしていくのか、そのような、考え

ていくという工夫も行っていただきたいし、ま

た、木村知事がおっしゃっていた、やってみなは

れ、やってみなっせの精神の下、市町村のとがっ

た政策というものが出てくるように、アイデアが

出てくるように進めていただきたいというふうに

も思っております。

　また、この会議をただの要望にならないよう

に、様々な工夫をしながら進めていかなければな
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らないのですが、市町村からしたら、とても期待

が高いと思っておりますので、どうかわくわくす

るような地域の未来像を描いていってください。

よろしくお願いいたします。

　続きまして、こどもまんなか熊本に向けた取組

について質問します。

　今月５日、厚生労働省は、2023年の人口動態統

計を発表しました。2023年の出生数は72万7,277

人となり、過去最低の数字となりました。前年の

出生数77万759人と比較するとマイナス４万3,482

人となっており、非常に速いペースで少子化が進

んでいる状況にあります。2016年に出生数が100

万人を割り込んだときには非常にショッキングな

結果でしたが、それ以上にショッキングな結果と

なりました。

　合計特殊出生率については1.20となり、こちら

も過去最低の数字となっております。昨年が1.26

だったので、１人の女性が生涯に産む推定人数も

低下しており、こちらも深刻な状況です。

　熊本の状況を見てみますと、2023年は１万

1,189人となっており、前年が１万1,875人だった

ので、マイナス686人、合計特殊出生率は1.47で

した。

　全国の状況を見てみますと、合計特殊出生率が

一番高いのは沖縄の1.60、２番目が長崎と宮崎の

1.49、４番目が鹿児島の1.48、５番目が1.47の熊

本なので、熊本、そして九州は、全国の中では出

生率が高いことが分かります。

　一方、本県の人口は、今年の５月１日現在で

169万8,965人、昨年の５月１日が170万8,959人だ

ったので、１年間で9,994人減少しています。こ

こ数年、毎年約１万人ずつ減少しており、本県に

おいても、非常に速いペースで人口減少が進んで

いることが分かります。

　もちろん、この人口減少社会に対応していくこ

とは大事です。対応するだけでなく、人口を維持

していく必要もあります。そのためには、出生率

を上げ、出生数を増やす必要があります。その大

事な政策の一つとして、こどもまんなか社会をつ

くっていく必要があると思います。

　国では、令和４年６月に、こども家庭庁設置法

とこども基本法が成立し、令和５年４月１日に、

こども家庭庁が発足、こども基本法が施行されま

した。こども家庭庁ができた背景として、喫緊の

課題である少子化、増え続けている児童虐待、い

じめ問題、子供の貧困問題など、様々な理由があ

ります。どの問題も非常に深刻で、これまでも様

々な対策を行っていました。

　しかしながら、これまでは、省庁ごとに問題解

決のために動いておりました。いわゆる縦割り行

政であったため、横の連携が取れていない状況に

ありました。それを打破し、子供に関しての行政

事務を一元化し、様々な社会問題を解決するため

に、こども家庭庁が創設されました。こども家庭

庁では、こどもまんなか社会を実現するため、先

月５月31日に、こどもまんなか実行計画2024が策

定されたところです。

　本県でも、国の動きに合わせて、令和５年５月

に、当時の蒲島知事とくまモンが、こども家庭庁

で創設したこどもまんなか応援サポーターに就

任、そして、キックオフトップセミナー、｢こど

もまんなか熊本」プロジェクトチーム、また、県

職員の20歳から30歳代でつくるこどもまんなか応

援団など、こどもまんなか社会に向けての取組が

始まりました。

　さらに、木村知事が就任され、早速５月に「こ

どもまんなか熊本」推進本部を立ち上げられまし

た。これは、こども家庭庁同様、縦割りではな

く、部局横断的に取り組むため、知事、副知事に

加え、12部局のトップが参加する政策推進組織で
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す。

　木村知事は「安心して結婚・出産・子育てでき

る社会を実現！」｢新時代はこども・若者がキラ

キラ輝く熊本づくりから」とマニフェストにうた

っておられます。

　そして、マニフェストの中に「熊本の未来を担

うこどもたちのために、｢こどもまんなか熊本」

を必ず実現します。そのために、｢こども未来創

造会議」を設置し、こども・若者や子育て世代、

保育・教育の現場で働く方など当事者・関係者

との直接対話を重ねながら、｢こどもまんなか熊

本・実現計画」を令和６年度中に策定します｡」

とあります。

　このこどもまんなか熊本・実現計画を基に、こ

れからこどもまんなか社会をつくっていくことに

なると思います。

　ちなみに、木村知事公式ＬＩＮＥの、最も期待

する約束、公約についてアンケートが取られた結

果、こどもまんなか熊本が第２位に入っていま

す。このことからも、非常に県民の期待が高いの

ではないかと思います。

　そこで質問です。

　この期待が高い公約ですが、その中のこどもま

んなか熊本・実現計画をどのような目的を持っ

て、また、どのような手法でつくっていくのか、

健康福祉部長にお尋ねします。

　　〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　今年度本県が策定

する予定のこどもまんなか熊本・実現計画は、県

民が、熊本において、それぞれの希望に応じて安

心して結婚、出産、子育てができ、子供、若者が

きらきら輝く熊本を実現することを目的としてい

ます。

　この目的を踏まえ、計画では、子供、若者、子

育て当事者の視点で、ライフステージに応じた切

れ目のない支援を体系的に整理してまいります。

　計画の策定に当たっては、知事の公約でもある

こども未来創造会議を立ち上げ、子供、若者や子

育て世代、子育ての現場に関わる関係者などと直

接対話を重ねていきたいと考えています。

　また、昨年度設置した県庁の若手職員でつくる

こどもまんなか応援団も、政策の検討に積極的に

関わってまいります。

　さらに、有識者で構成する子ども・子育て会議

において、国のこども大綱を勘案して計画の内容

を審議いただき、９月中をめどに中間整理を行う

予定です。

　その後も引き続き関係者との意見交換を重ね、

パブリックコメントを経た上で、最終的には知事

を本部長とする推進本部で計画を決定いたしま

す。

　このように、様々な手法により、当事者である

子供、若者等の意見をしっかり反映させながら、

こどもまんなか熊本・実現計画の策定を進め、市

町村及び企業や団体等との連携体制を構築しつ

つ、実効性の高い計画となるよう取り組んでまい

ります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　こどもまんなか熊本・実現計画を

つくり上げていく中で、こども未来創造会議で

は、子供、若者や子育て世代、そして、こどもま

んなか応援団では、県庁の若手職員など、多くの

方々に積極的に関わっていただくとのことでし

た。そのことは、当事者からの意見を聴くので、

とても大事なことだと思います。

　一方で、実現計画がつくられた後、実行に移し

ていく段階で、積極的に関わる方や様々な勉強会

に出てこられる方、情報に強い方、こういった方

たちは情報があるので支援を受けられると思いま

す。
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　しかしながら、そういった、例えば勉強会だっ

たりに出てこられない方、横とのつながりが少な

い方、情報に弱い方、こういった方たちをどのよ

うにすくい上げていくのか、このことは常に課題

となっているのですが、そこの部分にも、しっか

りとコンタクトできるよう取り組んでいただきた

いと思います。

　一人でも多くの子供が幸せを感じ、そして、親

が幸せを感じ、社会が幸せを感じ、そして、その

結果、子供を一人でも多く産み育てられる社会を

目指して、こどもまんなか熊本を実現していただ

ければというふうに思っております。

　続きまして、くまもと版スタートアップ・エコ

システムの創出に向けた取組についてお尋ねしま

す。

　スタートアップとは、もともとアメリカのシリ

コンバレーで使われ始めた言葉で、革新的なアイ

デアで短期的に成長する企業のことを示します。

この短期的というのがポイントなのではないかと

思います。ネットで調べてみますと、中長期の成

長ができる企業のことをベンチャー企業と示すの

で、スタートアップとベンチャーの違いはそこに

あるのかなと思いますが、明確な違いはないよう

です。

　現在、国では、スタートアップが、社会課題の

解決、それと経済成長を担う大事な分野と考えて

おり、令和４年11月にスタートアップ育成５か年

計画を策定しました。

　この計画の目標は、計画を策定した令和４年

度から５年後にスタートアップへの投資額を10

倍に増やすこと。金額としては、当時の投資額

が8,000億円規模だったので、10兆円規模にする

とのことです。そして、ユニコーンを100社創出

し、スタートアップ企業を10万社創出すること

が、日本が、アジア最大のスタートアップハブと

して、世界有数のスタートアップの集積地になる

ことを目指すことが目標として掲げられておりま

す。

　ちなみに、ユニコーンとは、設立から10年以

内、企業評価額が10億ドル以上、非上場企業、テ

クノロジー企業といった４つの条件を全て満たし

ている企業のことを指します。

　また計画に戻りますが、この計画では、３つの

柱が立てられております。

　まず１つ目が人材・ネットワークの構築。起業

家育成等を行い、起業を志す人が生まれ、成長し

やすい環境をつくること。２つ目が資金供給の強

化。個人投資家による優遇措置や官民ファンド等

の出資機能の強化により、スタートアップへの投

資を増やすこと。３つ目がオープンイノベーショ

ンの推進。スタートアップと連携する場合の税の

優遇措置や副業、兼業禁止の見直しによる人材移

動の円滑化等によって、オープンイノベーション

を促進することです。この３本柱の下、様々な政

策が行われております。

　さらに、本県でも、スタートアップに対して、

様々な支援が行われております。

　まず１つ目が資金援助。県や肥後銀行、熊本銀

行等が出資をして官民ファンドを設立し、資金援

助やマッチング支援を行っています。２つ目がイ

ンキュベーション施設。起業間もない事業者を支

援するために、事業スペースの提供や創業支援を

行っています。３つ目が貸し工場。創業間もない

企業に対して、初期投資の負担軽減と新事業創出

を目的に、株式会社テクノインキュベーションセ

ンターを設立。そこで工場を貸し出しておりま

す。４つ目が起業者発掘・育成支援。ビジネスプ

ランコンテスト等を通じ、発掘、事業化、起業家

の育成支援、将来性が見込まれる創業３年以内の

企業が行う商品開発、サービス向上、販路開拓に
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係る事業を支援、起業家教育を目的にビジネスコ

ンテストを開催、このような支援を行っておりま

す。

　その結果、徐々にスタートアップエコシステム

の芽が出始めていると伺いました。

　本県の特徴として、医療、薬学、バイオ等のラ

イフサイエンスを中心としたディープテック系の

スタートアップ企業が存在することです。現在、

ＴＳＭＣをはじめとした半導体関連企業の熊本進

出により、スタートアップに対しての期待が非常

に高まっているのではないのでしょうか。アメリ

カのシリコンバレーのように、これを機会に、熊

本がスタートアップの中心となるような取組を進

めていく必要があると思います。

　そこで質問です。

　これまでスタートアップ支援を行ってきた中で

の課題と木村知事のマニフェストにあるくまもと

版スタートアップ・エコシステムとはどのような

ものなのか、また、今後それをどのように進めて

いくのか、商工労働部長にお尋ねします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　まず、スタートア

ップ支援の課題についてお答えします。

　議員御紹介のとおり、県ではこれまで、新しい

ビジネスモデルを追求し、短期間での成長を目指

す企業、いわゆるスタートアップ企業に対して、

創業から成長に至る様々な段階で支援を行ってき

ました。特に、平成28年に設立した熊本県次世代

ベンチャー創出支援コンソーシアムでは、企業が

持つ独自の強みやポテンシャルの磨き上げ、経営

ノウハウの助言、資金供給等の伴走支援を実施し

た結果、８年間で18社の創業が実現しました。

　また、熊本市や民間団体の熊本イノベーション

ベースでもスタートアップ支援の取組が行われて

おり、県全体でスタートアップ創出に向けた機運

が高まっています。

　今後の課題としては、大学や金融機関を含めた

関係者の取組を集約し、より一丸となって支援に

取り組むことが重要です。スタートアップエコシ

ステムの形成で先行している自治体では、起業家

や研究者、支援機関等の関係者が集う拠点が整備

されていますが、本県でもそのような拠点施設が

必要であると考えています。

　次に、くまもと版スタートアップ・エコシステ

ムとその構築に向けた進め方についてお答えしま

す。

　このエコシステムは、県内各地域で起業、創業

が続々と起こり、産学官金の連携により、事業活

動を展開している地域企業とスタートアップ企業

が、互いに知識、技術、営業力を高め合う関係と

なることです。

　この関係を構築するため、県では、次の取組を

進めてまいります。

　まず、５者で構成する、具体的には、県、肥後

銀行、熊本大学、熊本県工業連合会、そして株式

会社リバネスで構成する熊本県次世代ベンチャー

創出支援コンソーシアムの枠組みをさらに拡充

し、産学官金の連携を深化させたオール熊本の支

援組織を設立すべく、協議を進めてまいります。

　また、ライフサイエンス分野を中心に、米国シ

リコンバレーの研究者やスタートアップ企業を熊

本に迎え、県内関係者と交流するイベントを11月

に開催いたします。このイベントを通じて、熊本

のスタートアップ創出に向けた取組を国内外に発

信し、新たな投資を呼び込むとともに、研究機関

の誘致を図ります。

　さらに、今後の課題として御説明しましたスタ

ートアップ支援の拠点施設として、起業家、研究

者等による研究開発と交流の拠点となるＵＸイノ

ベーションハブをテクノ・リサーチパーク内に整
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備したいと考えています。整備に当たっては、民

間事業者による創意工夫を最大限活用するため、

県有地の売却を前提に企画提案を募ることとして

おり、この財産売払い収入は、今定例会に提案し

ている予算案に計上しています。

　こうした取組により、くまもと版スタートアッ

プ・エコシステムの創出を図ってまいります。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　今、部長のほうから、様々な取

組、力強い言葉があったと思います。

　これからもとても期待しているのですが、スタ

ートアップは、ＴＳＭＣが熊本に進出したこと、

これはとても明るい材料だと思います。

　アメリカのシリコンバレーが、なぜスタートア

ップ企業が数多くあるのか、そこには、企業が集

まり、人材が集まって、大学や研究機関、そうい

ったものが集まり、サポート機関が集まり、そし

て投資家が集まって、失敗を恐れない若い経営者

が集まったことだというふうに思っております。

　熊本には、そのようなことができるチャンスが

めぐってきていると思っております。このチャン

スを、半導体関連産業だけではなく、ぜひ多くの

分野に広げられるよう取り組んでいただきたいと

思っております。

　11月に、シリコンバレーの研究者やスタートア

ップ企業を熊本に迎えて交流するイベントを行う

そうですが、ぜひ熊本からも、シリコンバレーの

ほうに人材を送り込んで勉強をしていっていただ

きたいと思います。

　私も、いつかシリコンバレーに足を運んで、そ

のような勉強ができればと思っております。一緒

になってこのスタートアップを盛り上げていくこ

とをお誓い申し上げます。

　最後に、くまもと県産酒で乾杯条例の推進を要

望いたします。

　くまもと県産酒で乾杯条例、いわゆる乾杯条例

は、平成30年12月議会で制定された条例です。そ

の前文には、｢来る2019年の国際スポーツ大会を

契機に、おもてなしの心をもって県産酒を県内外

に広く発信するとともに、県産酒のコミュニケー

ションツールとしての機能を生かし、県民一人ひ

とりの絆を紡ぎながら、熊本地震からの創造的復

興に取り組むことが重要である｡」とあり、この

条例がつくられた時代背景が分かるのではないか

と思います。

　この条例の目的は、県産酒による乾杯の推進を

図り、本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与

することです。

　この条例が制定された後には、様々な取組が進

められました。のぼりがつくられたりイベントを

行ったり、くまもと県産酒の公式サイトもあり、

とてもおしゃれなホームページができておりま

す。このように、県産酒の消費拡大を意識した取

組は、地道に進められております。

　しかしながら、ここ数年、コロナ禍が明けてか

ら、県産酒で乾杯を行う企業や団体等が少なくな

ったと感じております。恐らく、ここにいる多く

の議員もそう感じているのではないかと思いま

す。

　よく、条例をつくるまでは頑張るが、条例がで

きてからは状況を把握しないということもあるか

と思います。せっかくつくった条例です。この条

例を武器にして、木村知事を中心とした県産酒を

愛する執行部の皆様方、そして私たち議員側も、

様々な場面で、ホテルなどで宴会があるときに

は、主催者に県産酒で乾杯しませんかと促すこと

や県産酒で乾杯をお願いしますとお願いすること

も必要ではないかと思います。ぜひ、目的達成の

ため、くまもと県産酒で乾杯条例をさらに推進す

ることをお願い申し上げます。
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　以上で準備しておりました質問と要望を全て終

わりました。

　ここ最近、数日、非常に強い雨が続いておりま

す。冒頭でありましたように、災害というものは

ないほうがいいに決まっているんですが、もしか

するとあるかもしれません。今年はその４年に１

度の年でございます。ぜひ皆様方も、それぞれの

地域で、災害が起こる前に様々な備えを地域住民

に協力していただく、また、自分でも守っていた

だく、そういう取組を進めていただければという

ふうに思っております。

　以上で一般質問を終わらせていただきます。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(山口裕君)　この際、５分間休憩いたしま

す。

　　午前10時57分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時７分開議

○議長(山口裕君)　休憩前に引き続き会議を開き

ます。

　末松直洋君。

　　〔末松直洋君登壇〕(拍手)

○末松直洋君　皆さん、おはようございます。自

由民主党・宇城市・下益城郡区選出の末松直洋で

ございます。今回で10回目の質問となります。今

回、木村新知事のスタートダッシュの議会に一般

質問できることを光栄に思います。今回は、県内

全域の課題や地元の長年の課題を中心に行いたい

と思います。

　先日、地元宇城市で、宇城市文化協会という民

間の文化団体で第５回目の文化講演会がありまし

た。毎回楽しみに参加しているのですが、今回

は、講師として、元外務省の職員で、在タンザニ

ア日本大使館の二等書記官兼医務官として赴任さ

れ、現在は、北九州市にあるＮＰＯ法人ロシナン

テスの理事長で、アフリカのスーダンで医療活動

をされている川原尚行氏の講演で「スーダンに再

び笑顔を～今、私たちにできること～」と題して

熱く語られました。

　同じく福岡県出身の、必要なものは銃ではなく

大地を潤す水だという思いで、1,600本の井戸を

掘り、全長25.5キロのかんがい用水路を建設し、

凶弾に倒れられた中村哲さんに通ずるものがあり

ました。

　外務省の職員として赴任し、できることの限界

を感じ、辞職され、そして、スーダンの人たちの

命を救う医師として活動されています。その講演

の中で最も私の心に残った言葉で、川原医師が小

学生の頃、近くに住んでおられたお寺の和尚さん

から、人のために生きろということを言われたそ

うであります。そのことがずっと心に残っていた

と語られています。こんなすばらしい日本人がお

られることを誇りに思い、そして、中身の濃い講

演でありました。私たち政に関わる人間として、

最も大切なことを教えられた気がしました。

　それでは、早速、通告に従い、一般質問に入ら

せていただきます。

　まず、１番目の県南地域への企業誘致の促進に

ついて。

　先日、｢｢消滅可能性自治体」県南に集中…10年

前と構図変わらず」｢県、工業団地整備や振興策

で格差解消をめざす」という新聞報道がありまし

た。

　民間有識者らで構成される人口戦略会議が本年

４月に発表した分析レポートでは、若い女性の減

少幅を基に、県内の18の市町村を消滅の可能性が

ある自治体としています。当該自治体は、県南を

中心に山間部や天草地域に集中しており、これま

でも指摘されてきた県土の南北格差を裏づけた形

になっています。
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　消滅可能性自治体と位置づけられた自治体の住

民は、不安や怒りなどの様々な感情の中で混乱し

ているとの声も聞きます。実際、私の選挙区でも

ある美里町もその中に入っておりますが、本来、

宇土市、宇城市、美里町の２市１町で構成される

宇城圏域は、交通の要衝でもあり、県北と県南を

つなぐ重要な発展の可能性のある地域だと思いま

す。

　菊陽町に台湾の半導体メーカーであるＴＳＭＣ

が進出したことは、様々なプラスの効果を生み出

すと思われますが、一方で、こうした報道もあ

り、さらに格差が広がるのではないかと、県南地

域に住む県民は、不安を感じているところであり

ます。

　そうした中、今回、木村新知事が誕生し、新体

制の下で、新たな基本方針、そして総合戦略を策

定されると思います。

　知事マニフェストでは、45市町村との連携強化

を基本に置き、地域ごとの個性ある経済振興を推

進するため、地域未来創造会議を立ち上げ、各市

町村の独自振興策を実現することで、ＴＳＭＣの

進出効果を全県に波及させると語られています。

　このマニフェストを基本方針、総合戦略にどの

ように盛り込み、どのように実現させるのかが重

要です。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　先日５月10日に、令和３年度熊本県県民経済計

算報告書が公表されました。本県の１人当たりの

県民所得は、令和３年度で274万6,000円となって

います。１人当たりの国民所得は315万5,000円

で、近年その差は縮まっていますものの、40万円

ほど低いものとなっています。

　続きまして、内閣府による平成23年度以降の都

道府県ごとの県民所得の推移になります。令和３

年度の各都道府県の公表値が出そろっていないの

で、内閣府が取りまとめた更新前の令和２年度ま

での推移になります。

　１人当たりの県民所得は、規模の異なる都道府

県において、経済状態を包括的に表し、全国にお

ける経済の位置を明らかにするのに有効な指標で

す。熊本地震のあった平成28年までは全国42位と

いう状況でしたが、熊本地震の翌年から少しずつ

順位が上がっている状況であります。

　また、九州フィナンシャルグループの試算で

は、ＴＳＭＣ進出による経済波及効果が10年間の

累積で６兆8,500億円と報道されており、今後の

関連企業の投資の増加やＪＡＳＭ工場の操業開始

により、県内総生産はさらに増加することが見込

まれます。

　それに伴って、１人当たりの県民所得の順位も

上がっていくことと思いますが、まだまだ他県に

比べると低い状況です。加えて、１人当たりの県

民所得は、個人の所得だけでなく、民間企業の利

益を含めた所得を県の総人口で割ったものなの

で、計算上の１人当たりの県民所得が増えたとし

ても、県内各地域の県民一人一人の所得自体が真

に増えるかは不透明であります。

　人口戦略会議では、合志市、大津町、菊陽町、

南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町の７市町村を

自立持続可能性自治体としています。

　これらの地域は、人口が集中する熊本都市圏の

隣接地域であり、ＴＳＭＣが進出した菊陽町をは

じめとした半導体関連企業が集積する地域でもあ

ります。これらの地域では、今後ますます関連企

業の集積が進むと考えられ、民間投資の活発化や

インフラ整備が進むことで、雇用の創出や生活利

便性の向上につながり、さらなる人口の流入が期

待できます。

　そして、人口流入に伴う労働力の増加と消費の

拡大が、新たな工場や商業施設の呼び水となり、



－ 146 －

令和６年６月定例会　熊本県議会会議録　第５号（６月24日）

さらなる人口増と民間投資の増大につながる正の

スパイラルが生まれていくものと思われます。

　一方で、消滅可能性自治体とされた自治体に、

多くの県南地域の市町村が含まれていることから

分かるように、県南地域では、特に若い世代の人

口流出が激しく、地理的な要因や労働力確保の観

点からも企業集積が進みにくい環境にあり、今後

ますます南北格差が広がっていくことを懸念して

います。

　私は、県経済が持続的発展を遂げるためには、

県土の均衡ある発展が不可欠だと考えており、県

南地域にも企業を呼び込み、正のスパイラルを生

み出すことが重要だと考えています。これは、県

内全てにＴＳＭＣの効果を波及させるという知事

のお考えとも一致するものだと思っております。

　そこで、今後、県南地域への企業誘致をどのよ

うに進めていくのかを木村知事にお尋ねいたしま

す。

　　〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　末松議員から、県南地域への

企業誘致の促進などについて御質問いただきまし

た。お答え申し上げます。

　ＴＳＭＣ進出効果の全県への波及は、熊本県政

の大きなテーマであると考えております。特に、

県南地域への企業誘致の促進を図ることは極めて

重要な取組であり、私のマニフェストでもしっか

りと触れさせていただいているところでございま

す。

　これまでも、オフィス系企業を中心とした誘致

活動を強化しましたり、また、令和２年７月豪雨

を受けまして、それからのなりわいの再建に向け

て、企業立地促進補助金に球磨川流域復興枠を設

けて、雇用人数などの大胆な要件緩和も行ってき

ました。こうした積極的な誘致活動の結果、県南

地域での企業進出や設備投資も、少しずつではあ

るが、増加している傾向にはあると考えてはおり

ますが、しかしながら、やはり県北地域と比較す

ると、必ずしも多いとは言えず、やはり、県土の

均衡ある発展のためには、さらに踏み込んだ県南

地域への支援が必要であると、私はこれまで考え

てまいりました。

　そこで、私が副知事時代でありますけれども、

昨年の12月定例会で表明させていただきました八

代地域への新たな工業団地の整備につきまして

は、本県が注目を浴びているこの機会を逃すこと

なく、スピード感を持って取り組んでいきたいと

考えております。

　また、八代港、そして高速道路のインターチェ

ンジ、また、九州新幹線新八代駅と交通の結節点

であるこの八代地域の優位性を生かしまして、物

流拠点化、これをやっぱり促進したいということ

で、今月、ある有名な物流不動産投資会社と八代

市、本県の３者で覚書を締結したところでござい

ます。

　また、県南地域の強みであります食産業、この

食に関する産業の視点を生かした県南フードバレ

ー構想につきましては、私がマニフェストの県民

への10の約束で申し上げた「食のみやこ熊本県」

構想の中核にしっかりとこの県南フードバレーを

位置づけて、さらなる展開を検討してまいりたい

と考えております。

　こうした県の動きは、地元自治体による八代港

のポートセールス活動ですとか、新八代駅周辺の

まちづくりの動きも見えております。そうした動

きと相まって、県南地域への新たな投資につなが

るものと期待しているところでございます。

　さらに、県南地域に特化した企業誘致を加速す

るために、関連予算を本定例会に提案させていた

だいております。具体的には、半導体、食品バイ

オ関連産業などをターゲットに、8,000社以上の
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企業に対して、直接県南地域の誘致案内を行い、

そのうち興味を示した企業に旅費の助成を行い、

それをきっかけに現地視察を行っていただきたい

と考えています。また、あわせて、地元の高校生

を対象としまして、立地企業を見学するバスツア

ーなどを実施したいと考えております。

　このように、様々な取組を通しまして、県南地

域への企業誘致をさらに強力に推進して、県南地

域の皆様にＴＳＭＣ進出効果を実感していただけ

るよう、しっかりと引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。

　以上でございます。

　　〔末松直洋君登壇〕

○末松直洋君　木村知事にお答えいただきまし

た。

　ＴＳＭＣの全県の波及効果は、蒲島前知事も強

く願っておられ、特に県南地域への企業誘致促進

は、極めて重要な課題だと認識されておりまし

た。

　先日の新聞で「菊池地域、農地転用164ヘクタ

ール」と掲載されました。ＴＳＭＣ第１工場がで

きたこと、そして、さらに第２工場設置が決定

し、民間投資がさらに活発になり、今の状況をつ

くっているのかと思われます。

　過度な開発は、近隣農家への影響はもちろん、

交通渋滞を引き起こすことにつながります。

　今回、県も均衡ある県土の発展を目指され、県

南の八代地域での工業団地を計画され、企業立地

補助金の要件緩和や積極的に企業誘致を行ってい

ただけるようです。

　県南フードバレー構想についても、知事がマニ

フェストにも上げられている「食のみやこ熊本

県」構想の中核に位置づけて、さらなる展開を検

討し、県南地域の発展につなげると語られ、期待

が膨らむところであります。

　消滅可能性がある自治体が県南に集中する中、

本来ならその自治体に若者が安定して働ける職場

が多くあることが大事でありますが、なかなかそ

う簡単にはいきません。そうであれば、地域を例

えばブロック分けをし、車で通勤できる範囲内く

らいに企業誘致をすることが理想であると思われ

ます。

　ただ、立地を検討されている企業としては、多

額の投資をし、社運をかけているため、失敗は許

されませんので、慎重になり、無難な地域を選択

することにならざるを得ません。受け入れる側の

市町村も様々な手法で企業誘致を進めておられま

すが、思うようにいかないのが現実のようです。

　質問の中でも述べましたが、トータルで県民所

得が上がっていることにとどまらず、一人一人の

所得が上がっていき、ＴＳＭＣの波及効果が県内

全域に広がっていくように願いまして、次の質問

に入ります。

　次の質問であります。

　宇城地域の農業用水問題について。

　宇城地域の農地では、一たび雨が降れば冠水し

て、ハウス内の作物に被害があることも度々あり

ます。一方、農業用水に関しましては、水稲及び

施設園芸の栽培時期に、水が必要なときは不足し

ています。

　そこで、今回は、農業用水の不足の問題につい

て質問をさせていただきます。

　我が宇城市の農業経営を行うに当たって、大き

な河川がなく、農業用ため池に頼っているのが現

状であります。その農業用ため池は、河川からの

流入はなく、雨水をためて、節約をしながら作物

の栽培をしている状況です。

　過去の経緯につきましては、何度かチャレンジ

した緑川ダムの農業用水利用については、事業計

画策定の段階で、下流水利権者の同意やＢ／Ｃの
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観点から断念した経緯があり、現在に至っていま

す。

　近年は、トマトやメロンなど施設園芸やブロッ

コリーなど露地野菜も増加しており、削井などを

活用し、農業用水の確保に努めておられますが、

地下水の塩水化が進んでおり、生産者は、農業用

水の問題に常に悩まされています。

　国営の緊急農地再編事業の農地基盤整備が、昨

年より始まりました。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　これは、宇城市経済部国営事業推進課が作成し

た事業区域図であります。赤色で囲んであるとこ

ろが今回の整備を行う地区であります。我が家の

水田も、この地域の計画の中に４か所に分かれて

70アールほどあり、農地集積で１か所に集める予

定です。本人の希望にもよりますが、１区画当た

り１から２ヘクタール、暗渠排水も入り、すばら

しい農地に生まれ変わります。まさに本県が掲げ

る稼げる農業に向けたすばらしい取組だと、農家

の方は期待しております。

　今回の国営の整備地区は、農業用水は計算上で

は足りるということですが、水がめは、熊本地震

で堤防を復旧した萩尾のため池が主なものであり

ます。先日、九州農政局の宇城農地整備事業所の

方との話では、田植えは10ブロックに分けて10日

間で順番に行うことになるが、水量が限られてお

り、排水路下流に揚水ポンプを設置し、用水とし

て反復利用を行うことになるとのことです。

　このような課題もあるため、令和３年１月に、

国営宇城土地改良事業情報連絡会議として、熊本

県、そして宇城市、九州農政局宇城農地整備事業

所を中心として立ち上がり、宇城市が施設園芸の

生産者の皆さんを対象にアンケートを取られたと

ころであります。黄色で着色しているところは、

水質や運搬距離など、用水改善の意向を示されて

いるところであります。

　次に、宇城市経済部国営事業推進課が整理した

アンケート調査を御覧ください。

　地区ごとの水利用の傾向や施設園芸用水の課題

を見れば、多くの地区が、塩害などの水質や井戸

からの運搬に悩まされることが分かります。

　生産者の皆さんに話を伺えば、誰もが、基盤整

備はするが、水はどぎゃんすっとかいと言われま

す。このように、不安を抱えた状況を解決するた

めには、どうしても新たな水源が必要と考えま

す。

　令和７年４月に、宇城市にある４つの土地改良

区が合併し、新たな土地改良区としてスタートを

切る予定であり、この機会に、農業用水問題につ

いても検討する必要があると思っています。

　そこで質問に入ります。

　宇城地区で稼げる農業を進めるに当たり、国営

宇城土地改良事業情報連絡会議での検討状況を踏

まえ、今後の農業用水問題をどのようにお考えな

のか、地元の生産者の一人として、また、県民を

代表して、農林水産部長にお尋ねいたします。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　宇城地域は、有明

海と八代海に挟まれた宇土半島、八代海に面した

平たん地域と九州山地につながる中山間地域の大

きく３つの地域に区分され、異なる立地条件を生

かした多彩な農業生産活動が展開されています。

　今後、さらに農業者の減少が見込まれる中、担

い手農家への農地の集積、集約化やスマート農業

の導入などにより、将来にわたり宇城地域の農業

を守っていくことが必要です。

　このような中、宇城市の干拓地では、令和２年

度から国営事業に着手し、農地の大区画化による

生産性の向上と併せ、担い手への農地集積が進め

られています。
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　一方、当該地域には、水が豊富な河川がないこ

とから、用水源を農業用ため池や地下水に依存し

ていますが、地下水は塩水化が進行しており、限

られた用水を活用せざるを得ない状況と認識して

います。

　これまで、県では、貯留した雨水や使用されな

くなった上水施設の水源を農業用水として活用す

るなど、モデル的な用水確保の取組を行ってきま

した。

　今回の国営事業では、水の反復利用も可能とす

る用排水施設を整備することで、用水量の総量は

確保できる計画ではあるものの、施設園芸では、

良質な用水を安定的に確保していくことが必要で

す。

　そこで、国、県、宇城市の関係機関は、国営事

業を円滑に進め、互いに連絡調整を図ることを目

的として、令和３年１月に、国営宇城土地改良事

業情報連絡会議を設置しました。これまで、国営

宇城地区の農業用水に係る課題についても情報を

共有し、意見交換を行っています。

　宇城市が昨年度に実施した施設園芸農家154名

に対するアンケート調査結果によると、全体の約

５割が、農業用水の水質や水源からの運搬距離に

ついて、その改善を求めていました。

　今後、調査結果を踏まえ、必要な用水量を把握

した上で、沿岸部から離れた塩水化していない区

域での井戸の設置など、新たな水源の確保や既存

の水源からの水路の延長等について、実現の可能

性を探ってまいります。

　県としては、宇城地域の持続的な農業経営を下

支えするため、引き続き、国や宇城市、地元土地

改良区と連携し、良質な農業用水の安定的な確保

に向け、あらゆる視点で検討を進めてまいりま

す。

　　〔末松直洋君登壇〕

○末松直洋君　宇城地域の農家の皆さんにとっ

て、良質な農業用水の確保は長年の課題であり、

喉から手が出るほど欲しいものであります。現在

でも、あそこの地区には水はやらぬとか、頭下げ

てまではもらわぬでよかとか、そういう水が足り

ない上のいさかいがあるのも事実であります。

　菊池平野、八代平野など安定した良質な農業用

水が豊富なために、県が進める稼げる農業を実践

してこられたのではないでしょうか。

　現在、我が宇城地域にも、やる気のある生産者

がたくさんいるのですが、今後が見通せない中

で、施設園芸の拡大や土地利用型の農業や集落へ

の組織がなかなか育ってきませんでした。

　今回の国営基盤整備で好条件の農地は出来上が

りますが、肝腎の良質な農業用水は不安定なまま

であり、県には――貯留した雨水や使用されなく

なった上水施設の水源を農業用水として活用して

きましたが、なかなかうまくいきませんでした。

　今回の事業の中でも、水田においては絶対量が

不足するため、反復利用することになりそうで

す。水田はまだしも、若い人たちが取り組んでい

る施設園芸については、さきに述べたとおり、塩

水化やタンクに水を入れての運搬に苦労されてい

ます。

　部長答弁の最後にあった、塩水化していない地

区の井戸の設置や新たな水源確保、既存の水源か

らの水路の延長の実現性を探っていくとの答弁で

ありましたが、部長は、今回あえて言われません

でしたが、私は、この中に緑川ダムのかんがい用

水の1,000万トンも含まれていると認識をしてお

ります。

　この問題は簡単にいくものではないということ

は十分分かっておりますが、宇城地域の稼げる農

業を実現するために、あらゆる可能性を信じて前

に進めていただきたいと願います。
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　次の質問に入ります。

　この問題については、平成28年に質問をして以

来、２度目の質問になります。

　現在、私は、海の再生及び環境特別委員会に所

属しております。当時の私の質問を読み返します

と、平成15年６月に有明海・八代海再生特別委員

会が発足して13年がたつとあります。それからま

た８年が経過をして、何が変わったかと言われれ

ば、状況はさらに悪くなってしまったと言わざる

を得ない状況であります。現在の特別委員会の中

でも、毎回激しい議論がなされている課題であり

ます。

　当時の県の調査によりますと、年間、沖合に28

メートル干潟化が進み、年々浅海化が進んでいる

というシミュレーションも出ております。

　平成11年には、台風18号による高潮の被害で、

不知火町松合地区で12名の貴い人命が失われまし

た。平成20年３月に報告された水産庁、林野庁及

び国土交通省の調査によると、この湾奥部は漁場

としては適さないとの報告でした。かつてエビや

カニなどで豊穣の海だった不知火町松合漁協も、

漁獲量の低下により、それと後継者不足により、

本年３月をもって解散しました。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　この写真は、八代海沖から湾奥部を撮影したも

のであります。この地域の特異性が見られるので

はないかと思います。干潮のときは、歩いていけ

そうなんですけれども、とっても腰までぬかる。

内陸部から流れてくる土砂よりも、海から湾内に

潮とともに流れてきて土砂だけを置いていってい

る状況です。令和２年７月豪雨の際も、この湾奥

部は、想像を超える量の流木等が流れ着いた場所

でもあります。

　次の写真を御覧ください。(資料を示す)

　この写真は、排水門の外に土砂がたまり、地域

の農家の皆さんが腰まで土砂につかり、高圧ポン

プで年に複数回同じ作業をされているようです。

八代市の不知火干拓が昭和42年に完成した後に、

この湾奥部と言われるこの地区を農地干拓する予

定でした。しかし、農業情勢の変化により、食料

増産の計画は国に認められることなく、現在に至

っています。県には、排水機場の更新や堤防のか

さ上げ、河川のしゅんせつなど、取り組んでいた

だいていることは大変ありがたく思っておりま

す。

　そこで質問に入ります。

　本県では、基本的に、環境生活部の環境立県推

進課を中心に、農林水産部と土木部が取り組んで

いるのでありますが、縦割り行政の弱点といいま

すか、どの部署も、言い方は悪いのですが、主導

権を握りたがらないのが現状のように感じていま

す。海抜ゼロメートル地帯を多く抱える背後地の

宇城市民の安全は確保できていないのが現状だと

思います。

　この問題は、国の政策によって八代の農地干拓

をしたことにより、その後、宇城市の農地干拓が

中断してしまったためにこのような状況になった

と思います。解決に向けては、地元の市町村と県

庁が一丸となって国に強く要望し、今後は取り組

まなければならないと考えています。

　そこで、１つ目の質問です。

　令和８年度に、10年に１回の環境省の評価委員

会の報告書が公表される予定ですが、それが建設

的な一歩を踏み出すような内容となるためには、

地元市町村との連携は不可欠と思います。報告書

の公表に向けて、県としてどのように対応してい

くのか、環境生活部長にお尋ねします。

　次に、この湾奥部の課題解決のためには、あら

ゆる可能性を排除せずに取り組んでいくべきだと

考えますが、県の考え方を環境生活部長にお尋ね
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します。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、国の評価委

員会が令和８年度に予定している報告書の公表に

向けた県の対応についてお答えいたします。

　現在報告書の内容を審議している有明海・八代

海等総合調査評価委員会は、平成14年に制定され

た有明海及び八代海等を再生するための特別措置

に関する法律に基づき設置されております。この

評価委員会において、両海域の現状や課題の調査

分析が進められ、平成28年度に報告書が公表され

ましたが、当時期待されていた具体的な再生像と

その実現のための手順の提示には至りませんでし

た。

　その後も審議が継続され、海域環境の現状分析

や課題整理等の結果、令和４年３月の中間取りま

とめでは、八代海湾奥部の底質の泥化が言及され

ております。しかしながら、依然として抜本的な

再生方策や具体の対策は示されていない状況で

す。

　このような中、県では、湾奥部の浅海化の原因

となる土砂堆積のメカニズムの解明が重要との認

識から、必要な調査と事業の実施を国に訴えてき

ました。また、地元の関係４市町ともこの認識を

共有し、地元市町による浅海化対策に係る国への

要望活動の際には、県も同行して後押しするな

ど、歩調を合わせて取り組んでおります。

　議員御指摘のとおり、令和８年度に公表が予定

されている報告書は、課題解決に向けて大変重要

なものとなります。このため、関係部局が連携し

て、現状と課題、そして対応策を再整理し、本年

の１月と５月に、私から環境省の担当局長等に説

明し、要望を行ってきたところでございます。

　今後は、これまで以上に地元市町が一枚岩とな

ることが肝要となりますので、県は、地元市町と

の連携を一層密にし、地元の意向をしっかり把握

し、様々な機会を捉えて、国への要望を重ねてま

いります。

　次に、八代海湾奥部の課題解決に向けた考えに

ついてお答えいたします。

　これまで地元市町や県議会と意見交換を重ねて

きた中で、現在の最も大きな課題は、災害に対す

る不安の軽減と認識しております。

　湾奥部の災害リスクに対する抜本対策が必要と

されるところですが、対策の前提として、湾内の

土砂堆積のメカニズムの解明が必要です。これら

の実現には相応の費用と専門的知見が不可欠であ

り、引き続き、関係省庁が連携して主体的に取り

組むよう、粘り強く要望してまいります。

　他方、国の抜本対策を待つ間も災害は待ってく

れません。このため、県では、海岸堤防の整備、

洪水時における河道断面を確保するための河川掘

削、また、地元と協力し、内水の排水を維持する

ためのフラッシングによるみお筋の確保などに取

り組んでいます。

　湾奥部の課題解決は容易ではありませんが、現

在実施している防災等への対応を地元市町と連携

し、継続して実施してまいります。さらに、どの

ような取組が効果的なのか、有識者の方々と意見

交換を行うとともに、地元市町と一緒に検討し、

少しでも住民の皆様の不安軽減につながるよう取

り組んでまいります。

　　〔末松直洋君登壇〕

○末松直洋君　環境生活部長に答弁していただき

ました。

　令和８年度に予定している報告書の公表に向け

た県の対応については、先ほど述べましたが、農

地干拓が第１期工事で終わって、第２期工事がな

されなかったために、このような状況になってい

るのでありまして、明らかに国の責任だと私は思
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います。国によって解決してもらわなければなら

ない問題だと思っております。

　これまでも幾度となく調査されてまいりました

が、目指す方向がなかなか定まらないために、浅

海化の原因となっている土砂堆積のメカニズムは

解明が必要とされ続けています。

　令和８年度の報告書は10年に１度ということも

あり、とても重要な意味を持つと思いますので、

ぜひとも県庁一丸となって、関係市町とこれまで

以上に連携を図り、国に強く要望していただくよ

うお願いします。

　次に、湾奥部の問題解決に向けた県の考えは、

現在最も大きな課題は、背後地域の災害に対する

不安であり、間違いありません。宇城市民の機能

の中枢である宇城市役所も例外ではありません。

住宅地や農地がある内陸部より海底のほうが高い

ため、河川からの自然排水が不可能のため、排水

ポンプによる強制排水を行っています。それでも

潮の干満によって機能が最大限発揮できない場合

もあります。県が行っていただいている堤防整備

や河川掘削、みお掘削だけでは間に合わないほど

の状況であります。

　先ほども述べましたように、私は、将来干拓や

調整池なども含めたあらゆる可能性を排除しない

で取り組んでほしいと強く願います。

　それでは、次の質問に入ります。

　県と市町村の人事交流について。

　熊本県、市町村行政、民間企業を含めて、あら

ゆる職種に人手不足が叫ばれて年月がたつわけで

ありますが、かつて1993年から2005年は就職氷河

期と呼ばれ、なかなか若者の就職がままならない

時代でありました。

　現在に至っては、令和６年４月の有効求人倍率

は1.25と、募集してもなかなか人材が集まらない

状況であります。人手不足を補うために、外国人

技能実習生の受入れやＤＸ化を進めるなど、どの

職種においても人材確保に頭を悩ませておられま

す。中には、人手不足のため、事業を縮小した

り、廃業に至る事業所もあるとお聞きします。

　これから先も人口減少が続いていく中で、行政

組織である県庁、市町村も人材確保することが難

しくなってきますが、優秀な人材を確保すること

が、本県の発展に大きく寄与することにつながる

と信じているところであります。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　令和５年度の熊本県職員、警察官の採用試験の

実施結果であります。採用予定人数にもよります

が、受験倍率が１を切っている職種もあります。

就職氷河期世代対象の採用試験においては、募集

人員が少ないこともありましょうが、受験倍率

は、一般事務で32.7倍、教育事務で27.0倍と突出

しています。今後は、募集人員を少し増やしても

いいのではないかと思います。

　次の表を御覧ください。(資料を示す)

　県と市町村の人事交流に関する令和６年度の九

州各県の状況です。本県は、相互交流が41人、県

から市町村への片側派遣が11人、市町村から県へ

の研修というのが22人と、九州の他県に比べて交

流人数が突出しているのが分かります。

　次の表を御覧ください。(資料を示す)

　令和６年度の県と市町村の人事交流です。多い

ところでは、八代市の５人、菊陽町の３人、ほと

んどが相互交流１名であります。我が宇城市にも

美里町にも、優秀な県職員を派遣していただいて

おります。こうした市町村との人事交流、職員派

遣は、県にとっても市町村にとっても有益と思い

ます。人手不足の中、貴重な人材を派遣するので

あれば、その成果を最大限発揮することが必要で

す。

　実際、市町村に派遣されている県職員がどのよ
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うな成果を上げてきたのかを派遣先の市町村から

聞き取る必要があると思います。移住、定住、地

域振興、観光振興、財政健全化、条例制定、職員

研修など、派遣された県職員がいろんな分野で実

績を上げているのであれば、それを他市町村に伝

え、横展開することで、派遣先の市町村だけでな

く、他地域の底上げにもつながります。

　また、従来の人事交流だけでなく、実績のある

県職員または県のＯＢを、アドバイザーとして市

町村へ派遣できる仕組みをつくってはいかがでし

ょうか。

　職員の派遣期間は２年間がほとんどだと思いま

すが、市町村が派遣期間の延長を望んでも、実際

には難しいと思います。そうした場合、派遣期間

終了後も、業務に支障がない限りで関われるよう

にすることも考えられます。

　県は広域自治体であるために、県職員は、県内

外の自治体の成功事例を知る機会に恵まれてお

り、少数の職員で幅広く事務をこなさなければな

らない市町村と異なり、多くの職員が業務を深掘

りしており、専門性が高いと思われます。また、

各市町村では、職員確保、職員定数維持に苦慮し

ていると思われますが、特に小規模自治体では、

技術職、専門職を確保するのが難しいのが現状だ

と思います。

　そこで質問に入ります。

　知事マニフェストの中に、市町村との連携強化

を県政の基本に置くことを掲げられております。

質の高い県民サービスを提供し続けていくために

は、人材確保、育成の面でも市町村支援が必要で

あると思われますが、木村県政における県と市町

村の人事交流についてどのように取り組んでいか

れるのか、木村知事にお尋ねします。

　　〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　県と市町村の人事交流につい

てお尋ねいただきましたので、お答え申し上げま

す。

　少子高齢化の進展や感染症、災害への対応な

ど、行政が抱える対応は日々増大し、複雑化、広

域化する一方で、県、市町村ともに、技術職を中

心に職員確保が厳しくなっている現状がございま

す。そのような中、職員の育成は、ますます今後

重要になると思われます。

　また、県政の課題は、その多くが市町村と密接

に関わるものでございまして、その解決に当たり

ましては、県と市町村間の連携強化の観点のみな

らず、職員育成の観点からも、人事交流を行うこ

とが極めて有効であると考えております。

　私自身も、総務省に在籍していた頃、人事交流

で岡山県、鳥取県、そしてこの我らが熊本県に派

遣されて、地方創生の現場で汗を流させていただ

きました。

　政策の立案に当たりましては、行政の内部、い

わゆる机の上で議論するだけではなく、その地域

の実情を把握するために、各地域の現場を訪ね

て、住民の皆様、そして事業者、そして市町村職

員の皆さんと対話を重ねて、これまで私も成果を

出させていただいておりました。

　自分の目で現場を確かめ、政策に反映させる私

のある種の仕事の流儀は、まさにこの人事交流で

培われたものでありまして、その効果は、私ごと

としてもしっかり実感しております。

　市町村に派遣させていただきました県職員につ

いては、派遣先の市町村からは、既存の枠にとら

われず、事業者や関係団体と連携し、課題解決に

向けた道筋を見いだすなどの成果が出ているであ

りますとか、あるいは、復旧、復興に向けた調整

役として関係機関との協議をリードし、着実な業

務遂行につなげているという評価をいただいてい

るところでございます。
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　また、一方で、県に派遣されました市町村の職

員に対しましては、所属での実務研修のみなら

ず、市町村塾と銘打った研修会を、実は、毎年、

年５回程度実施しています。私も、総務部長時代

から毎年その研修会に講師で参加しておりまし

て、市町村から派遣されている職員と直接触れ合

う機会を設けております。今年の市町村塾にも、

私も知事として自ら出席して、市町村からの研修

職員、派遣職員と意見交換をして、私自身がそこ

でいろいろなまたアイデアとかをもらいたいと思

っております。

　県としては、今後も、市町村のニーズを的確に

把握しながら、人事交流や職員の育成に努めてい

くとともに、こうした人事交流で上がった成果な

どについては、先ほど議員から御指摘いただきま

したとおり、研修会や会議といった様々な場面で

共有して、しっかりと横展開を図ってまいりま

す。

　また、今議員から御提案いただきました県のＯ

Ｂ職員の知識、経験の活用につきましては、市町

村を支援する観点から検討してまいりたいと考え

ております。

　私は、マニフェストの中で「市町村との連携強

化を県政の基本に置き、地域ごとの個性ある経済

振興を推進する」と、ここもはっきり明記してお

りますので、人事交流も含めた市町村との連携に

つきましては、これまで以上に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

　以上でございます。

　　〔末松直洋君登壇〕

○末松直洋君　県も市町村も、少子高齢化や感染

症対策、災害対応に加えて、業務の複雑化や広域

化で人材確保にすごく苦労されており、他県も同

じだと思いますが、本県と市町村は一心同体であ

り、様々な解決には、これまで以上の連携が必要

だと思います。職員育成の観点からも人事交流は

極めて有効だと考えておられ、私も同感でありま

す。

　木村知事自身も、総務省時代に、人事交流で岡

山、鳥取、熊本へ派遣されて、現場を訪れて政策

立案され、実績を重ねられ、さらに、奥さんまで

もらわれて、成果を上げられたようであります。

　市町村に派遣された県職員は、先ほど述べまし

たように、調整役、リーダーとして、着実な事業

遂行につながっていると評価されているようであ

り、現場で様々な情報、そして宝の山を持って帰

ってこられているのではないでしょうか。

　また、市町村から県に派遣された職員について

も、実務経験にとどまらず、市町村塾という研修

会を実施されていることも知りました。派遣され

た市町村職員は、様々な機会で、とてもよい影響

を受けてきたものと思われます。その経験をぜひ

地元市町村で生かしてくれたらありがたいです。

　また、県から市町村へ派遣された県職員は、研

修会や会議では情報を共有されているようであり

ますが、横展開を広げるために、例えば、何々塾

という、もう一つそういった塾を立ち上げられた

ら面白いかと思います。また、経験を積まれた県

職員のＯＢも、ぜひとも地元市町村を御支援いた

だけたらありがたいです。

　今後も、県、市町村の発展のために、職員の人

事交流を進められることを強く願って、次の質問

に入ります。

　安心して結婚、出産、子育てできる雇用・職場

環境づくりに向けて。

　先日、日本総合研究所の上席主任研究員の藤波

匠先生の「人口減少 80万人割れの衝撃」｢なぜ少

子化は止められないのか」というネット配信の講

演を聞きました。その中で、足元の少子化加速の

主因は、婚姻率の低下ではなく、若者の出産意欲
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の低下にあると語っておられます。少子化のある

べき姿として、様々な障壁により結婚、出産を断

念している層への配慮が必要であるとした上で、

経済・雇用環境の改善、ジェンダーギャップの解

消、若者世代の多様な選択を支える政策が重要に

なるとの考えを示されております。

　本県は、今回の補正予算の中で、こどもまんな

か熊本の実現に向けた取組として、出産、子育て

に対する支援の強化として予算がつけられまし

た。６月議会でこの問題を取り上げる議員が何人

もおられる中での質問であり、私は、特に結婚と

第１子出産への課題について質問したいと思いま

す。

　本県で2023年に生まれた子供は１万1,189人

で、８年連続で前年を下回り、過去最少を更新し

ており、少子化対策が急務となっております。

　こども基本法が2023年４月に施行され、本県

も、木村知事が、12部局横断のこどもまんなか熊

本推進本部を発足されました。先月29日は、初会

合を開かれたようであります。

　昨年、県内の学生や子育て世代に実施されたア

ンケートでは、子育て時に働きながら子供を育て

る環境が必要と答えた学生が81.3％に上ったとあ

ります。アンケートに答えた小学生は、両親の仕

事が忙しく、一人の時間が寂しく、テレビで気持

ちを紛らわせていると話し、中高生は、子供がい

たらお金がかかるし、自分の時間がなくなる不安

があるとも答えており、様々な不安や課題がある

ことが感じられます。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　今回紹介するデータは、いずれも日本総合研究

所の藤波先生の講演の中での資料で、まず、出生

数変化の要因分析です。足元の出生数減少の主要

因は女性数の減少で、2016年以降は、有配偶出生

率の低下の影響が大きいとあります。2020年以降

は、コロナの影響も大きくあると思います。

　次の表を御覧ください。(資料を示す)

　これは、35歳未満の女性の希望子供の数と初職

によって異なる女性の人生を表したグラフです。

女性は、非正規雇用が結婚、妊娠、出産に大きく

影響しています。

　次の表を御覧ください。(資料を示す)

　こちらは、出生年別、大卒男性正社員の実質年

収の変化で、35歳未満男性の希望子供数を表した

グラフです。男性は、賃金低下の影響が大きいと

あります。少子化における経済の要因は見逃せな

いものであります。

　なぜ少子化対策が必要なのかを若い人たちに、

社会保障の持続性や経済成長のためと言っても、

人は国のために子供をつくっているのではない、

若者の心には響かないと思います。子供手当の充

実や働き方改革、保育環境の整備など、もちろん

必要だと思いますが、まずは、結婚、第１子をつ

くろうという意欲を高めることがとても重要だと

思います。

　そこで質問に入ります。

　結婚や子供を産み育てようとする際大事になる

若者の雇用の充実や、よりよい出産、子育てがで

きる環境整備づくりなどをどのように進めていか

れるのか、商工労働部長にお尋ねします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　県では、若者の県

内就労や定着促進を図るため、平成27年度から、

働く人が生き生きと輝き、安心して働き続けられ

る企業をブライト企業として認定しています。

　ブライト企業の認定基準として、若者を正社員

として雇用した実績やテレワークなどの多様な働

き方の支援策、育児、介護に関する事業所独自の

取組などを評価する項目を設けています。

　この認定制度により、若者の正社員としての雇
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用を促進するとともに、結婚、出産、子育てを支

援する職場環境づくりを推進しています。

　制度開始から10年を迎えた現在、423社が認定

を受けており、ブライト企業に正社員として雇用

された新規学卒者は、昨年度は1,836人となりま

した。

　認定を受けた企業からは、企業イメージや採用

力の向上につながっているとの評価をいただいて

いるところでございます。

　また、ＪＲ水前寺駅２階のジョブカフェと各広

域本部、地域振興局に設置しているジョブカフ

ェ・ブランチでは、仕事を探している若者一人一

人に合わせたきめ細かな支援を行うことで、若者

の正社員としての就労につなげています。

　一方、国でも、キャリアアップ助成金制度を設

け、正社員への転換や処遇改善の取組を行う事業

主を支援しています。

　子育てサポート企業を推奨する国のくるみん認

定制度には、現在、県内企業33社が認定されてお

りますが、この制度の認定条件に加え、さらに、

不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に

取り組む企業が選ばれますくるみんプラスに、今

月、県内で初めて白鷺電気工業株式会社が認定さ

れました。

　先月29日に、知事をトップとして関係部局長等

で組織横断的に構成する「こどもまんなか熊本」

推進本部を設置しました。

　今後、熊本労働局などの国の機関や経済団体と

さらに連携を深めながら、若い方々が安心して結

婚、出産、子育てができる職場環境づくりの機運

の醸成に努め、県内企業への就職促進の取組を力

強く進めてまいります。

　　〔末松直洋君登壇〕

○末松直洋君　商工労働部長にお答えいただきま

した。

　県も、ブライト企業の推進や若者の正社員とし

ての雇用の働きかけなど、きめ細やかな支援をし

ていることに感謝します。

　ただ、結婚、第１子出産に所得の向上が関係し

ていることは違いないようです。

　先週「クローズアップ現代」というＮＨＫの番

組を見たんですけれども、｢地方から女性が消え

ていく!?」というタイトルの番組を見ました。地

方を去った女性の本音を聞き、驚かされるもので

ありました。その中に、そもそも働く場がないん

です、女性は嫁としてもらわれて家庭を持ってや

っと一人前になる、国の人口減少対策で私たちの

声は聞かれていない、東京は令和で、地方はいま

だ江戸時代なんですなど、私自身も身につまされ

る意見がたくさんありました。中には、女性を子

供を産む機械と見ないでほしいという意見もあ

り、問題解決はそう簡単ではないことが分かりま

した。

　地方には地方のいいところはたくさんあるんで

すけれども、人口戦略会議で消滅可能性のある自

治体、444自治体が、2050年に若い女性が50％以

下になると想定したものであります。

　最近、ある生命保険会社が学生にアンケートを

取られたそうです。結婚後の夢を聞いたところ、

以前は、将来結婚したら専業主婦になりたいとい

う子が最も多かったそうです。現在は、子育てを

しながら働きたいという子供たちが最も多かった

そうです。いかに働き方の環境、子育てしやすい

環境が必要かと思われます。

　質問でも述べましたように、男性も女性も、安

定した収入、可処分所得があった上で、気持ちが

結婚、第１子に向けて取り組みたいと思うのでは

ないでしょうか。

　今回の質問で、人口減少問題、少子化問題の解

決のヒントになるようなものが、明確ではありま
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せんが、少し見えてきたような感じがします。

　県には、今後もきめ細やかな支援を継続してい

ただきますようお願いいたしまして、質問を終わ

ります。

　これで準備しました質問は終わりますが、冒頭

の挨拶の中に言いました、スーダンで活動されて

いる川原医師の話でありますが、講演の最後の話

で、南アフリカの先住民に伝わるお話をされまし

た。森が燃えていました、森の生き物たちは我先

にと逃げていきました、でもクリキンディという

名のハチドリだけは行ったり来たりして、くちば

しで水の滴を１滴ずつ火の上に落としたというこ

とです。動物たちはそれを見て、そんなことして

何になるんだと笑います、クリキンディはこう答

えました、私は、私にできることをしているだけ

ということを言ったそうです。

　川原医師も、壮大な話ですよ。アフリカの子供

たちを１人ずつ救うということ。ただ、私は、私

にできることをやるだけだということを強い信念

を持って言われておりました。

　私たち議員、政に関わる人間も、全て一気には

いきません。できることを一つずつ、少しずつ前

に進めることが私に課せられた大きな課題と思い

ますので、今後も初心を忘れずにしっかり頑張っ

てまいりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

　これで質問を終わります。

　最後まで御清聴、誠にありがとうございまし

た。(拍手)

○議長(山口裕君)　昼食のため、午後１時10分ま

で休憩いたします。

　　午後０時７分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時10分開議

○副議長(髙木健次君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　中村亮彦君。

　　〔中村亮彦君登壇〕(拍手)

○中村亮彦君　皆さん、改めましてこんにちは。

自由民主党・菊池郡区選出・中村亮彦でございま

す。この一般質問の機会を与えていただきました

皆様方に、まずは心よりお礼を申し上げる次第で

ございます。

　また、今日は、木村知事におかれましては、こ

の議会がまずはデビュー戦ということでございま

す。選挙のときからしますと、ここ数日間見てお

りましたけれども、本当にもう既に堂に入ってお

られるというような印象を受けるところでござい

ます。また、２日前に床屋に行かれたというよう

なことで、またさらに男前も上がったというよう

なことで、大変羨ましい限りでありますし、お喜

びを申し上げる次第でございます。

　前回の質問が、ちょうど１年前でございまし

た。同じ６月議会でございまして、その１年前、

この熊本県の状況、これはいかがなものだったか

というふうに振り返ってみますと、ちょうどゴー

ルデンウイークが明けてから、新型コロナウイル

スの感染法上のレベルが２類から５類に下がった

ということで、さあ、これからこの熊本県はどん

なふうに経済の浮揚に持ち込めるのだろうか、あ

るいは街のにぎわいは取り戻せるのだろうかとい

うような、まさにこの期待と不安が入り交じった

６月であったろうかというふうに思います。

　それから１年がたちまして今現在に至るわけで

ございますけれども、本当に私たちの生活、これ

は、３年前から比べますと、制限があった生活か

ら大分その前の生活に戻ってきたというようなの

が印象として感じるわけでございます。

　熊本県の商工会連合会の調査によりますと、コ

ロナ前の業績が戻った、あるいはそれよりも上が
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ったというような統計でいきますと、まだ51％と

いうことであります。これは全ての業態で調査を

されているというふうに思いますけれども、しか

しながら、飲食店とか小売業、これに関しては非

常に業績がいいということであります。これは、

景気の動向に敏感に反応する業態であるというふ

うに思います。その分、街のにぎわいも取り戻せ

ているのじゃないかなというふうに今感じるわけ

でございます。

　大変喜ばしいことでありますが、これは、マク

ロで見た場合には、やっぱりそのような喜ばしい

状況があるわけでございますけれども、じゃあ、

ミクロで見た場合はどうかといいますと、やはり

家庭内であろうかというふうに思います。

　私の家庭でいいますと、３年前は、家にいない

はずのおやじが家にいるということで、大変家庭

内も少しぎくしゃくしておりました。おやじは、

家にいながらも自分の居場所が見つからないとい

うような３年前でございましたが、現在になりま

すと、いろんな大会や会合、それから総会、いろ

んなお祭りであったりイベントであったり、いろ

んな行事が増えてまいりまして、家にいないはず

のおやじが本当に家にいないということでござい

ますので、やっと家庭の平和が取り戻せたという

ような状況でございます。今日議場におられる皆

様方も、恐らく同じではなかろうかと感じておる

ところでございますので、それには御同情に感じ

ておる次第でございます。

　ただ、この暗いニュースばっかりではなくて、

ＴＳＭＣの進出、そしてＪＡＳＭの開業といった

ようなことが今待たれる状況でございます。そう

いうことになりますと、経済の浮揚ももちろん期

待もできますし、その分、課題もあるかというふ

うに思います。今日の質問ではそれを入れてまい

っておりますけれども、このことに関しては、代

表質問であったり一般質問で、先生方がもう何問

も質問をされておられます。ですから、私は、こ

のＴＳＭＣのまさに御当地であります菊陽町、大

津町、この２町で構成をされております菊池郡を

選挙区に持つ議員でございますので、ここは地元

目線で今日は質問をさせていただきたいと思いま

す。

　議員の皆様方におかれましては最後までの御清

聴、そして、知事はじめ執行部の皆様方におかれ

ましては明瞭、簡潔な御答弁をお願いいたしまし

て、質問に入ります。

　初めに、私の地元である菊陽町のＪＡＳＭ周辺

の都市基盤整備について、２つ続けて質問をいた

します。

　豊肥本線新駅を中心とした知の集積についてで

ございますが、スクリーンの図面を使って説明し

たいと思います。(資料を示す)

　まず、右上のセミコンテクノパークにあります

のが、２月に開所式が行われたＪＡＳＭの第１工

場です。そして、４月には、第１工場の東側に第

２工場が建設されると発表がありました。

　このＪＡＳＭの進出により、菊陽町、そして熊

本県を取り巻く環境は大きく変化をいたしており

ます。

　ＪＡＳＭの進出は、産業促進や雇用拡大など、

本県、さらには日本全体に大きなプラスの効果を

もたらすとともに、交通渋滞対策や地下水保全、

多文化共生など、新たに取り組むべき課題も発生

しております。

　そのため、県では、国や市町村と連携して、こ

れらの重要課題に最優先で取り組まれておりま

す。

　特に交通渋滞対策では、県を中心に、国や地元

市町とも連携して、これまでにない規模とスピー

ドで道路ネットワーク整備が進んでおります。図
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面の東西南北に延びる黄色の線が道路整備です。

　これに関しては、昨年６月に、菊陽町の𠮷本町

長と合志市の荒木市長が連名で、当時の蒲島知事

に対して、交通渋滞対策強化の要望をいたしまし

た。私も、今日は私の後ろで眼光鋭くにらんでお

られます髙木副議長、それから池永県議と一緒に

出席をいたしまして、木村知事、そして当時土木

部長だった亀崎副知事にも出席をいただきまし

た。

　その後、県から国にインフラ整備への財政支援

を強く要望され、その結果、国の補正予算で、新

たに地域産業構造転換インフラ整備推進交付金が

創設され、従来の予算枠とは別枠で財源が確保さ

れたことから、今回の道路ネットワーク整備が異

次元のスピードで進んでおります。

　地元住民も、この道路整備には大変期待をいた

しております。改めて、地元を代表して感謝の意

を伝えますとともに、引き続き、事業の推進を強

くお願いしたいと思います。

　さて、県や市町村では、交通渋滞対策などの重

要課題に最優先で取り組みながら、一方で、今後

の経済発展や人口増加に対応するための将来を見

据えたまちづくりを進めていくことが必要だと思

います。

　菊陽町では、将来を見据えたまちづくりとし

て、幾つかの新たな都市基盤整備を進めておりま

す。

　まずは、ＪＲの新駅設置です。図面では、中央

下辺りになります。

　菊陽町内には、現在、光の森駅、三里木駅、原

水駅と３つの駅がありますが、三里木駅と原水駅

の間に新駅を設置し、今後のまちづくり、交通の

拠点にしていく計画であります。

　昨年12月には、県の立会いの下で、菊陽町とＪ

Ｒ九州とで覚書を締結しており、令和９年度の開

業が予定をされております。

　次が、駅を中心とした市街地整備です。新駅と

原水駅をまたがるエリア、図面では中央の青い網

かけ部分ですが、この70ヘクタールのエリアで、

大規模な土地区画整理事業が計画をされておりま

す。

　菊陽町は、この駅を中心とした市街地整備で

は、ＪＡＳＭが立地する町として、商業施設、ホ

テル、住宅地やマンション等の生活基盤のほか、

大学や企業の研究・サテライト施設の誘致など、

知の集積を図っていきたいとの考えです。この知

の集積では、企画振興部と菊陽町が既に連携して

協議を進められていると伺っております。

　市街地整備は、今後、都市計画の変更や事業認

可などの手続が必要になりますので、工事の開始

までには５年程度を要するとのことですが、その

ような知の集積の実現に向けて構想の策定を行う

など、準備が進められております。

　このように、菊陽町では、ＪＡＳＭの進出を踏

まえ、今後の経済発展や人口増加に対応するため

の将来を見据えたまちづくりが進んでおります。

　そのような状況を踏まえて、まずは木村知事に

質問をいたします。

　新駅の設置や駅を中心とした市街地整備、ま

た、知の集積の取組は、菊陽町のみにとどまら

ず、県が掲げる新大空港構想の実現の具体化に向

けた第一歩となるものであり、空港アクセス鉄道

の整備、ＪＲ豊肥本線の機能強化は、そのために

必要不可欠なものであると考えます。

　そのような中で、県として、菊陽町のこれから

の取組をどう捉えているのか、また、菊陽町とど

のように連携して、県の構想の実現、政策の実施

につなげていくのか、お尋ねをいたします。

　次も関連しますので、続けて質問をいたしま

す。
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　施設整備に伴うアーバンスポーツの推進につい

てでございますが、再度図面を御覧ください。

(資料を示す)

　菊陽町では、将来を見据えたまちづくりにおい

て、新駅の設置、駅を中心とした市街地整備に加

え、もう一つ、菊陽杉並木公園の拡張整備を計画

しております。

　既存の公園を拡張し、新たにアーバンスポーツ

施設と町民グラウンドを整備する計画で、令和８

年度には開業予定です。

　図面では、新駅の左上に、水色でアーバンスポ

ーツ施設と書かれている箇所になります。

　これは、今後の経済発展や人口増加に対応する

ため、皆が集える憩いの場として、また、新たな

にぎわいの拠点として、国の社会資本整備総合交

付金の支援を受け、町が整備するものでありま

す。

　スケートボードなどのアーバンスポーツについ

ては、オリンピックの正式競技になるなど、人気

が急速に高まっているスポーツです。そのため、

県でも、アーバンスポーツを熊本県スポーツツー

リズム推進戦略に位置づけ、スポーツツーリズム

や大会の誘致の促進、イベントの開催を進められ

ております。

　そのような中、今年３月には、アーバンスポー

ツを起爆剤とした誘客を進める県と施設を整備す

る菊陽町とが、アーバンスポーツの推進に関する

連携協定を締結いたしております。

　この連携協定締結により、アーバンスポーツを

活用したまちづくりや、国際大会や大規模イベン

ト誘致などを進める環境が整い、知事がマニフェ

ストで掲げるスポーツの産業化にもつながると大

いに期待をいたしております。

　そのような状況を踏まえて、観光戦略部長に質

問をいたします。

　今回の連携協定締結を踏まえ、県は、菊陽町と

どのように連携して、アーバンスポーツによるス

ポーツツーリズムなど、アーバンスポーツの推進

を図っていくのか、また、県はどのような役割を

担っていこうと考えているのか、お尋ねをいたし

ます。

　２つ続けて質問しましたので、知事と観光戦略

部長にそれぞれ答弁をお願いします。

　　〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　中村議員から、ＪＡＳＭの進

出を踏まえた菊陽町の都市基盤整備に対する認識

と今後の菊陽町との連携について御質問いただき

ましたので、お答え申し上げます。

　議員御紹介の菊陽町の取組は、町のさらなる発

展の土台となるとともに、県が描いています新大

空港構想、これの空港周辺地域の将来像でありま

す地方創生の先進地域、この実現に向けても、力

強い後押しになるものと認識しております。

　特に、その知の集積を目指す取組は、新産業の

創出に向けたプレーヤーの集積、学生と企業との

交流、そしてイノベーションの創発となる拠点整

備につながる可能性を持っておりまして、県とし

ても大変注目しております。

　また、菊陽町のそうした様々な取組によりまし

て、ＪＲ豊肥本線の新駅を中心としたにぎわいが

創出されることは、ＪＲ豊肥本線沿線や空港周辺

地域において、さらなる人流の増加につながるこ

とが見込まれます。

　それらの大きな人流を支えるためにも、公共交

通の基幹となる鉄道ネットワークの充実が必要で

ありまして、空港アクセス鉄道の早期整備ととも

に、ＪＲ豊肥本線の機能強化に向けた取組を、ス

ピード感を持って県も取り組んでまいりたいと考

えております。

　さらに、先ほど申し上げた知の集積を目指す菊
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陽町の取組は、町の将来につながるのみならず、

熊本県が目指しております熊本経済のイノベーシ

ョンですとか、新生シリコンアイランド九州、こ

の実現につながる大きな可能性を持っておりま

す。

　そのため、熊本県としても、大学や企業の研

究・サテライト施設の誘致や創業支援に町ととも

に取り組むなど、知の集積を目指す菊陽町との連

携を積極的に図ってまいります。

　　〔観光戦略部長倉光麻里子さん登壇〕

○観光戦略部長(倉光麻里子さん)　アーバンスポ

ーツの推進についてお答えします。

　スケートボードやＢＭＸなどのアーバンスポー

ツは、若年層の人気も高く、東京オリンピックか

ら新たに正式競技に採用されるなど、将来的に集

客が期待される競技です。

　一方で、野球やサッカーといった人気スポーツ

の大会や合宿等は、既に開催地が固定化されてい

るものが多く、新たな誘致につなげることは容易

ではありません。

　そのため、本県が令和３年度に策定した熊本県

スポーツツーリズム推進戦略では、アーバンスポ

ーツを起爆剤とした誘客の推進に重点的に取り組

むこととしています。

　昨年度は、ＪＲ熊本駅前のアミュひろばで、ス

ケートボードの大会、くまモンカップを開催し、

約１万3,000人もの方々に来場いただいたところ

です。

　そのような中、九州最大級のアーバンスポーツ

施設が令和８年度に菊陽町に整備されることとな

りました。専用施設の整備は、スポーツツーリズ

ム戦略推進の加速化につながることから、本年３

月に、県と菊陽町でアーバンスポーツの推進に関

する連携協定を締結しました。

　この協定では、県が関係競技団体の育成等を行

い、県と菊陽町が連携し、機運醸成や普及促進、

大会、合宿等の誘致及び開催などに取り組むこと

としています。

　また、先日、これら協定事項を実現するための

協議会を設置し、アーバンスポーツを活用したま

ちづくりや交流人口の拡大に向け、検討を開始し

たところです。

　本県には、女子ハンドボール世界選手権大会や

ラグビーワールドカップを開催した実績やノウハ

ウがあります。その経験を最大限に活用し、菊陽

町とともに、国際大会や全日本クラスの大会、合

宿誘致等に取り組むことで、国内外から多くの利

用者や観光客を誘致したいと考えております。

　県としましては、この誘客効果を県内全域に波

及させるとともに、熊本にアーバンスポーツを軸

としたスポーツ産業の新しい芽が生まれるよう、

しっかり取り組んでまいります。

　　〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　知事には、知の集積やＪＲ豊肥本

線の機能強化に向けた取組など、力強い答弁をい

ただきました。大変安堵をしているところであり

ます。

　これらの取組は、菊陽町のみならず、県全体の

発展につながり、熊本県が全国から注目を集める

今だからこそ進めていくべき取組だと思いますの

で、引き続き、菊陽町とも連携し、一緒になって

進めていただきたいと思います。地元住民も大変

期待をいたしておるところでございます。

　また、ＪＲ新駅の設置は、ＪＲ豊肥本線の機能

強化のスタートとなる取組だと思います。これに

ついても、引き続き、町と連携して進めていただ

きたいと思います。

　次に、アーバンスポーツの推進についてでござ

いますけれども、観光戦略部長に、これも前向き

な答弁をいただきました。
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　国際大会や全日本クラスの大会誘致などは、町

単独では困難であり、国際大会の実績、経験、ノ

ウハウを有する県が主導して、ぜひとも進めてい

ただきたいと思います。

　この取組は、観光促進だけでなく、スポーツの

振興、さらには青少年育成にもつながると期待い

たしておりますので、引き続き、町と連携して進

めていただきたいと思います。そして、将来は、

この熊本県からオリンピック選手が誕生するよう

な、それにも大変大きな期待を持つわけでござい

ます。

　アーバンスポーツと申しますと、代表されるの

がローラースケートとか、あるいはスケートボー

ドといったようなことでございます。私もテレビ

で何回か、生では拝見したことありませんが、テ

レビで拝見すると、すごいなというふうに、もう

とにかくすごいの一言でございまして、大変大き

な感動を覚えるわけでございます。

　このローラースケートやスケートボードとかの

ニュースポーツと言われる分野においては、実際

にそれを扱うプレーヤー、そしてその仲間、そし

てまた、それを観戦する観戦者の皆さん全てを楽

しませるといったようなことで、大変今注目を浴

びているところであります。

　私が感動を覚えるのは、私がスケートボードも

ローラースケートも乗ったこともありません。自

分ができないからすごいなと余計に思うのかもし

れませんが、じゃあ、それなら私たちが若い頃に

そういうものがなかったかと言われますと、普通

にあったんです、それは。東バイパスのビッグウ

ェイに行けば――若い方はビッグウェイ知らない

と思いますが、ビッグウェイに行けば、ローラー

スケートもスケートボードもずらっと並んでたん

です。しかし、私は、それにはあんまり興味を持

ちませんでした。乗って後ろにずるっとひっくり

返ったら頭打ってけがするんじゃないかというよ

うなことで、一回も私は乗ったことがありませ

ん。私は、そんなことをするよりも、人よりも少

しでも早く帰って英単語の一つでも覚えようとい

うようなことで過ごしておりましたので、あまり

興味はありませんでした。

　それから数年後には、もうテレビのブラウン

管、その頃はブラウン管でありますが、ブラウン

管の中で、光ＧＥＮＪＩがステージの周りをロー

ラースケートで飛び回るというような光景を見

て、それでもすごいと思ったわけでありますけれ

ども、このオリンピックとなると、もうそれ以上

の実力、そして実技が見られるんだなというよう

なことで、私も大変期待をいたしておるところで

ございます。

　どうか、県と菊陽町と役割を分担して、菊陽町

が造る、そして、県は国際大会の誘致であった

り、あるいは全国大会の誘致、これは町ではでき

ませんので、この役割をしっかりと分担して行っ

ていただきたい。そして、大変大きな期待を寄せ

るものであります。

　次の質問に入ります。

　新大空港構想の今後の方向性について質問をい

たします。

　阿蘇くまもと空港について、蒲島県政では、空

港とその周辺を一体のものとして捉え、地域の可

能性を最大化するために大空港構想を提唱され、

その時々の状況に応じて改変を加えながら、在任

期間を通して取り組まれました。

　平成28年４月の熊本地震による被災後は、阿蘇

くまもと空港を熊本地震からの創造的復興のシン

ボルと位置づけ、それを推進するグランドデザイ

ンとして、同年12月に大空港構想Next Stageが策

定されました。

　令和２年度からは、コンセッション方式での空
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港運営と建て替え工事が進められ、令和５年３月

23日には、新旅客ターミナルの運営が開始されま

した。さらには、ＴＳＭＣの熊本進出などの環境

変化を踏まえ、昨年10月には大空港構想Next 

Stageを継承する新大空港構想が策定され、現

在、空港アクセス鉄道の整備に向けた検討なども

進められております。

　このように、蒲島前知事は、阿蘇くまもと空港

及び周辺地域の活性化に強い思いで取り組んでこ

られたと認識しております。私も、空港周辺地域

の発展は今後さらに重要であり、地域経済を牽引

していく役割を担ってほしいと思っております。

　木村知事におかれても、マニフェストで、阿蘇

くまもと空港の活性化について、空港機能の強化

や交通ネットワークの構築など、新大空港構想を

具体化する施策の推進をうたっておられます。空

港及び周辺地域の活性化を熊本のさらなる発展を

進める上での大きな柱の一つとされており、地域

住民として大変期待するところであります。

　そこで、木村知事におかれては、今後、この新

大空港構想をどのように引き継がれ、また、どの

ように独自のカラーを出していかれるのか、新大

空港構想への知事の思いをお尋ねいたします。

　　〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　私の新大空港構想への思いに

ついてお答え申し上げます。

　新大空港構想は、我が国の英知を結集した有識

者会議における議論の段階から、私も当時担当副

知事として関わっておりまして、策定したもので

ございます。

　ですので、私にとってこの構想は、蒲島県政か

ら単に引き継いだものではなく、思い入れも深い

ものがありまして、力強く推進していきたいと考

えております。

　本構想は、空港機能の強化、産業集積・産業力

強化、交通ネットワークの構築、そして快適な生

活ができるまちづくりというこの４つの柱の下、

空港とその周辺地域を核とした地方創生の先進地

域の実現を目指すものでございます。

　私自身、先ほど申し上げましたが、12年前から

この熊本で県政に携わり、また、国の職員の立場

で、これまで全国の地方創生の案件に関わってき

たその経験から、私は、熊本に日本一の伸び代が

あると確信しています。

　そして、そのポテンシャルを最大限に引き出す

ことが私の使命であると認識する中で、この熊本

のポテンシャルを引き出すには、日本の西の端に

ある九州の、そのさらに中心にある熊本が、その

地政学的優位性を生かして、世界に向かって開か

れていくことが重要でありまして、そのために

は、阿蘇くまもと空港を世界に誇る空港へと進化

させていくことが重要であると考えています。

　そのため、議員お尋ねの新大空港構想の推進

は、私がくまもと新時代を共に創るというその使

命を果たす上で、欠かせないものと考えておりま

す。

　ちなみに、議員御指摘いただきました私の独自

カラーということで申し上げれば、私は、蒲島前

知事のように、大空港構想とか復旧・復興３原則

とか、そういうような理論をどおんと構えるより

も、むしろ、その現実の課題を具体的に一つ一つ

解決していく、そして、それで県民に喜んでいた

だくというのが私のスタイルだと思っておりま

す。

　その意味において、熊本県では、今、この大空

港構想の柱に沿って、国際貨物輸送の拡大ですと

か国際線の新規航路の誘致、あと、半導体関連の

産業の人材育成、そして道路などのインフラの整

備、外国籍の子供たちの教育環境の整備とか、そ

うした具体的な取組をしっかりと進めてまいりた

昨年10月には大空港構想Next
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いと思っています。

　そうした中で、実は、今月４日、国から、本県

が産業拠点形成連携“絆”特区という国家戦略特

区の指定を受けました。これは、半導体関連産業

の拠点形成、そして、それが地方創生の先進地域

の実現を目指していこうという私たち熊本県の取

組に対する国の大きな期待が表れたものだと思っ

て受け止めています。

　こうした国の期待も追い風として、特区指定な

どの追い風も含めて、新大空港構想が目指す地方

創生の先進地域の実現に向けて、幅広い分野での

規制改革の提案や阿蘇くまもと空港の国際化、空

港周辺のまちづくりなどに、引き続き県庁一丸と

なって全力で取り組んでまいりたいと考えます。

　　〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　ただいま知事から、大空港構想へ

の思いを述べていただきました。日本一の伸び代

があるということ、それと、世界に誇る空港にし

たいというような強い思いが伺えたわけでござい

ます。

　そもそも、全国に大小合わせて空港が100近く

ありますけれども、熊本空港においては、利用者

数、旅客数、人数に関しては、全国10位から12位

までぐらいのところを推移しておるわけでありま

す。じゃあ、ベストテンはどんなところかといい

ますと、もう皆さんがよく知っている空港がベス

トテンに並ぶわけであります。まず、成田、羽

田、それから新千歳、仙台、中部国際、それから

関西空港、伊丹、福岡空港、那覇空港、このよう

な、もう誰も知らない人がいないぐらいの空港が

ずらっとベストテンに並ぶわけでありますが、も

うその近くに熊本空港はいる。ただ、今私が述べ

た空港とは旅客数の桁がちょっと違いますが、そ

れでもそこにいるということでありますから、ポ

テンシャルはもう既にあるというふうに思うわけ

であります。

　ですから、これは決して、知事が今おっしゃっ

た世界に誇る空港、それから日本一の伸び代とい

うことに関しては、何も夢物語ではなくて、もう

本当に現実味を帯びたお話だろうというふうに思

いますので、しっかりといろんな課題を解消して

いくということでございましたので、しっかり進

めていただきたいと期待を申し上げるものであり

ます。

　そして、その課題を一つ一つということであり

ましたけれども、まさに課題がありますので、次

の質問に入りたいというふうに思います。

　阿蘇くまもと空港を活用した地域活性化につい

て質問いたします。

　熊本空港の新ターミナルビルが開業して１年が

過ぎました。空港運営会社のマスタープランで

は、地域に開かれた商業施設、広場が建設される

ということで、地元の市町村では、空港を核とし

た新たなにぎわいの創出を大変期待していたとこ

ろであります。

　しかしながら、開業から１年間を見てきた中

で、例えば、以前の空港であれば、空港から出発

する子供や孫を送り出す家族の方が、出発前にみ

んなで空港のレストランで食事を取ったりしなが

ら過ごせていましたが、現状では、保安検査を通

過した後に利用できる飲食店や物販施設は多いも

のの、保安検査の前に利用できるそれらの施設は

とても少ない状況です。もっと地元の方や飛行機

に乗らない方でも空港に遊びに行きたいと思わせ

るような施設にすべきではないかと思っておりま

す。

　もちろん、現在、２期工事として、そらよかエ

リアが秋のオープンに向け整備中であり、新ター

ミナル工事中に仮設ターミナルとして使用してき

た別棟ビルもリニューアルされることは承知をい
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たしております。そこには、飲食店やイベントゾ

ーンなどもできるとのことですので、どのような

施設となるか注目していますし、例えば、イベン

トゾーンなどで地元の産品などを販売するエリア

を設けるなど、地域と連携した利活用を進め、空

港の拠点性をさらに高めてほしいと考えておりま

す。

　今挙げたのは一例でありますが、空港の発展を

周辺地域の活性化につなげていくためには、空港

が周辺地域の期待や意見をしっかり捉え、積極的

に連携を図っていくことが必要不可欠と考えてお

ります。

　将来的には空港アクセス鉄道も整備され、まさ

に大空港構想として、空港を核とした地域の振興

を期待している中で、今年の秋オープンするそら

よかエリアを活用した空港の活性化や空港の発展

を周辺地域の活性化につなげるための周辺地域と

の連携について、どのように考えているのか、企

画振興部長にお尋ねをいたします。

　　〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　阿蘇くまもと空港

を活用した地域活性化についてお答えします。

　阿蘇くまもと空港については、昨年３月に新旅

客ターミナルが供用開始したところですが、昨年

５月の新型コロナウイルス感染症の５類移行を受

け、国内線利用者数の回復が進むとともに、ソウ

ル線、香港線などの既存路線の復便や台北への新

規路線の就航が進みました。令和５年度の空港利

用者数は約333万人となり、平成30年度に比べて

約96％と、おおむねコロナ前の水準に戻りつつあ

り、にぎわいを取り戻しております。

　一方で、議員御指摘にもありますように、現在

開業している新旅客ターミナルビルでは、１期工

事として、主に航空機を利用する方々向けの店舗

が先行して整備されております。その後、２期工

事として、お見送りの方やお出迎えの方だけでな

く、地域住民の方々も含め、どなたでも利用でき

る施設として、そらよかエリアの整備が進められ

ております。

　エリア内のそらよかダイニングには、既に開業

しているポーたま、格之進ハンバーグに加え、日

本初出店となる台湾の麺料理店とタピオカドリン

ク店の複合ショップや菅乃屋、ロイヤルホストの

出店が決定しております。そのほか、イベントに

も利用できるそらよかパーク、肥後銀行によりＳ

ＤＧＳ教育テーマパークが開設されるそらよかビ

ジターセンターも秋にはオープンとなります。

　このそらよかエリアについては、運営会社であ

る熊本国際空港株式会社において、新大空港構想

に掲げる、訪れる全ての人が楽しむことができる

空港を実現する場と位置づけております。

　県としても、地域の特産品を取りそろえた物産

展や地域の方々が参加するマルシェの開催、そら

よかダイニングでの地元食材の活用などについて

熊本国際空港株式会社に働きかけるなど、そらよ

かエリアを活用した空港の活性化に取り組んでま

いります。

　また、熊本国際空港株式会社では、県及び周辺

市町村、住民代表の方との意見交換を行う場を設

けられており、そのような場を通して地域の意見

を取り入れ、連携を図ることで、空港の発展を周

辺地域の活性化にしっかりとつないでまいりま

す。

　　〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　企画振興部長から御答弁をいただ

きましたが、これは、空港の新ターミナルがオー

プンするときに、地域に開かれた空港と銘打っ

て、これが華々しくオープンしたわけでありま

す。

　今度できるそらよかエリアも、これは、地域に
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開かれた広場ということで仮称がついておりまし

た。最近では、そらよか広場という正式な名称に

なったそうでございますけれども、これは、私

は、先ほど、保安検査の前に何にもなくて、保安

検査を抜けたらいっぱい何でもある、飛行機に乗

る人しかそこを利用できないというようなことを

質問の中で申しましたけれども、私は、地元の方

々に、これから先は、空港は前みたいに飛んで降

りるだけの空港じゃありませんよ、これからは、

空港に食事に行く、空港に遊びに行く、空港でい

ろんなことを楽しむ、そういう空港に生まれ変わ

りますよと言って大風呂敷を広げておったわけで

ございますけれども、どうも、地元の方々、そし

て周りの熊本市内の方々もそうでありますけれど

も、聞こえてくる声は、おいおい、あんたが言い

よったのと大分違うねというようなことでありま

す。

　これは、非常に、保安検査の前に、大体――同

じコンセッション方式でやっているお隣の福岡空

港なんかでもそうでありますし、羽田空港でもそ

うだと思いますが、その前で、食事であったりお

土産品の買物であったり済ませて、それから保安

検査を抜けて、そして飛行機に乗ると。これが大

体通常どこでもあっている空港の姿だと思うんで

すけれども、これは、民間のノウハウで、保安検

査が前にあるか後ろにあるかの話なんですが、こ

れは、民間の知恵やノウハウや発想やアイデア、

そういうもので、そっちにあったほうがいいと判

断されたからやっぱりそうなのかもしれません

が、私は、この空港がオープンする前に、高速交

通の特別委員会でお披露目会があったんです。そ

のときはまだ工事中でございました。工事中だか

ら、壁もまだボードのまんまでクロスも貼ってな

い、上は照明を取り付けられているというような

状況でありまして、私たちもヘルメットをかぶら

されて、そこを視察させていただいたわけであり

ますけれども、そのときに、私も確かに違和感を

感じたんです。保安検査が手前のほうにあるもん

ですから、私、これは間違えて造ったんだなと最

初思ったんです。オープンまでにはまだ時間があ

るから、間違えて造ったんだったら、オープン前

にはそれに気づいて、また造り直すんだろうなと

いうふうに思っておりました。

　しかし、これがそのままオープンするもんです

から、地元の方々も私も、ちょっと違和感を感じ

たわけでありますけれども、本当に地域に開かれ

た空港は、じゃあどこに行ったんだというような

ことで、大変私は疑問に思っておるところであり

ます。

　そして、今度のそらよか広場については、大変

これは期待もいたしておりますし、そして、この

そらよか広場は、大変これは重要なんだろうとい

うふうに思います。これは、飛行機に乗る人を優

先して造っていますから、今度は、地元の方々

に、楽しんでいく空港はこれからですよという御

答弁だったろうかというふうに思います。

　ですから、このそらよかエリアが果たす役割

は、これは非常に大きいなというふうに思ってお

ります。

　そして、そのそらよか広場の片りんが見えるそ

らよかダイニングというのがもう既に開業してい

るということでありますが、先ほど部長から答弁

の中で御紹介をされましたポーたまというのは、

これは沖縄のポーク卵サンド、それから格之進ハ

ンバーグというのは、岩手県のブランド肉でつく

ったハンバーグということであります。

　地域の特産品をもっと入れる、あるいは食事を

するということであるのであれば、玉名のラーメ

ンでもいいですし、阿蘇の高菜ピラフでもいいん

だろうというふうに思います。
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　ですから、そういう熊本をそこに集めたよう

な、こういうアピールしていくというようなこと

も、やっぱり大変必要なんだろうなというふうに

思います。

　ここのことに関しても、地域に開かれた空港は

どこ行ったんだと、私はまた新たに感じるわけで

あります。ですから、これは、しっかりと地域の

方々と連携を深め、そして意見を聴いていただき

たいと思います。

　以前は、空港周辺４か町村議会議員研修という

ものがあっておりました。これは、菊陽町、大津

町、西原村、益城町、この３町１村で行われてい

たわけでありますけれども、議会議員の皆さんが

そこに参加されて、そしていろんな意見を出し合

って、そして空港に今から先どんな未来があるの

かということを議論する、そのような場があった

わけであります。

　ぜひ、これは、こういう町民の代表たる議会議

員の町議会の方々、そして村議会の方々、こうい

う代表たる方々の御意見もしっかりと集めていた

だいて、そして、それを施策に反映していただき

たい。

　空港株式会社が民間でやっておりますから、こ

れはもう利潤を追求するのは当たり前であります

が、しかし、空港というのは、やっぱり公共性が

非常に高い施設でございますので、そこも念頭に

入れて、これから事業を行っていただきたいとい

うふうに切に願うところでございます。

　次の質問に入りたいと思います。

　セミコンテクノパーク周辺の渋滞対策について

質問をいたします。

　ＴＳＭＣの工場が建設されたセミコンテクノパ

ーク周辺においては、かねてから朝夕の通退勤時

間帯の交通渋滞が深刻であり、その解消が課題と

なっております。

　地域住民の皆さんにとって、この交通渋滞の問

題は、毎日の暮らしに多大な影響を及ぼしてお

り、解決すべき大きな問題だと捉えております。

　私も、一昨年の12月定例会、昨年の６月定例会

と、この問題について質問をさせていただき、そ

れぞれこの渋滞対策について前向きな答弁をいた

だいたところであります。

　最近では、ＴＳＭＣ第１工場の建設工事の完了

による工事車両等の減少や様々な渋滞対策の取組

の効果により、以前と比べると若干朝夕の交通量

は減ったような印象も受けますが、いまだ通退勤

時間帯は車が列をなし、渋滞の解消にまでは至っ

ておりません。

　セミコンテクノパーク周辺の半導体関連企業の

集積が進み、ＴＳＭＣの工場操業開始も迫る中、

今後、ＴＳＭＣの第２工場、東京エレクトロンの

新棟、ソニー新工場の建設や企業のさらなる集積

が進むと、周辺の交通渋滞が深刻化することが懸

念され、渋滞対策は待ったなしの状況でありま

す。

　そのような中、周辺のハード整備については、

国による中九州横断道路の整備に加え、合志イン

ターアクセス道路の整備や大津植木線の多車線化

等、整備が着実に進んでいるところですが、道路

の整備については、用地取得から工事の完成まで

に長い時間がかかります。

　その間、何も手を打たなければ、既に大きな社

会問題となっている渋滞が解消することは決して

ありませんので、ハード整備と併せて、速やかに

効果が出るソフト・短期対策を講じる必要があり

ます。

　例えば、今渋滞しているのは朝夕のピーク時の

みで、昼間の交通量はさほど多いとは感じられま

せんので、通勤時間帯を大幅に分散させるなどで

渋滞は大きく減るのではないかと思います。各企
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業でも取組が進んでいると思います。

　また、自家用車の利用を減らし、公共交通機関

へ転換する取組も効果的ではないかと思います。

　渋滞対策は、１つの対策で直ちに解決するもの

ではありませんので、様々な施策を組み合わせな

がら、より即効性の高い対策を講じていく必要が

あると思います。

　そこで質問をいたします。

　これまで、渋滞に対する様々なソフト・短期対

策を実施してこられたと思いますが、その取組状

況や今後の具体的な取組について、企画振興部長

へお尋ねをいたします。

　　〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　セミコンテクノパ

ーク周辺の渋滞対策は待ったなしの状況であり、

即効性の高い対策を進める必要があると認識して

います。

　通勤時間帯を分散させることは、渋滞の緩和に

大きな効果があると考えます。セミコンテクノパ

ーク立地企業においても、在宅勤務のほか、時差

出勤や柔軟に勤務時間を設定できるフレックスタ

イム制の導入などを実施されており、県も参加す

る会議などで、企業同士が互いの取組について情

報共有を行っておられます。

　また、効果的なソフト対策の一つとして、自家

用車から公共交通への利用転換があります。

　ＪＲ原水駅とセミコンテクノパークを結ぶセミ

コン通勤バスの利用者は、平成27年の運行開始当

初は１日平均90人程度でしたが、令和５年度には

１日1,000人と、９年間で10倍を超える増加を果

たし、これに応じて、増便やルートの追加を柔軟

に行っています。さらに、菊陽町におかれては、

原水駅前に屋根つきバス転回場を整備されるな

ど、利用者の利便性向上のための取組も実施して

います。

　また、朝夕の混雑が目立つＪＲ豊肥本線につい

ては、令和６年３月のダイヤ改正に併せ、車両増

結による輸送力の強化が行われ、通勤通学時間帯

の車両の乗車定員について、朝は420人、夕方は

560人の増加が図られました。さらなる輸送力の

強化に向け、引き続きＪＲ九州と協議してまいり

ます。

　さらに、昨年度は、光の森や大津町で通勤バス

の実証実験を行い、利用が多かった大津町エリア

については、継続運行を目指し、今年度も実証実

験を行う予定です。鉄道を中心とした２次交通の

充実に向け、関係市町と連携しながら、全力で取

り組んでまいります。

　そのほかにも、信号制御の見直し、右折レーン

の整備など、全庁一丸となって、渋滞の解消に向

け即効性の高い対策を検討し、できることから速

やかに実施してまいります。

　今後も、セミコンテクノパーク周辺の渋滞が少

しでも緩和され、地域住民の皆様の安全、安心に

つながるよう、関係団体などとしっかり連携し、

公共交通の機能強化や利用促進など、渋滞の緩和

に取り組んでまいります。

　　〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　この渋滞対策については、多くの

議員の皆様方、これはもう熊本市を中心にいろん

なところで渋滞が起きています。このセミコンテ

クノパークだけではありません。で、いろんなと

ころで起きているわけでありますけれども、この

慢性の渋滞ではなくて、このセミコンテクノパー

ク周辺のことに限って、私は今日質問をさせてい

ただきました。

　これは、ソフト対策についてはもう既に、ソフ

ト、ハード併せてですけれども、手は打ってある

というふうに思います。セミコン通勤バスであっ

たり信号の制御、それから右折レーンの改修、交
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差点の改良、いろんな施策を打っておられます。

　もう原因は分かっているんです。通勤の台数が

多いからここは渋滞しているわけでありまして、

ほかの渋滞しているところと違うのは、まさにそ

こなんです。朝夕しか渋滞していないというのも

質問の中で言わせていただきました。

　これは、皆さんが昼に、菊陽はえらい渋滞しよ

るね、大津はえらい渋滞しよるねと言って見に行

かれても、昼間に見に行かれたら、どこが渋滞し

ているか分からぬぐらい車はすいすい流れとるわ

けです。

　ですから、朝夕の渋滞だけですから、これは本

当に、企業に、しっかりとフレックスであったり

時差出勤、これもされていると思います。されて

いると思いますが、さらにこれは要望していいん

じゃないかなと私は思っております。

　答弁の中にも、県も参加する会議等で企業同士

が互いの取組について情報共有を実施していると

いうことでありますから、県が参加する会議の中

で、これはぜひ――企業には言いにくいところも

あると思います。誘致企業ですので、来てもらっ

たというところもあるでしょう。しかし、これ

は、もっとフレックスタイムであったり時差出勤

を進めていくようなことを強く要望をしていただ

きたいというふうに思います。

　最後の質問に入ります。

　学校給食における県産食材を活用した食育の推

進について質問をいたします。

　熊本県は、豊かな自然に恵まれ、その風土を生

かして多くの農産物が栽培されてきた全国でも有

数の農業県です。このことは、熊本県が誇るべき

ことの一つであり、これまで本県の農業の発展に

御尽力いただいてきた農家の皆様方をはじめ、農

業に関わる全ての方々に感謝を申し上げたいと思

います。

　さて、熊本県の農産物の魅力は多くの方々が実

感しているところでありますが、熊本県の将来を

担う子供たちに、県産食材の魅力に触れる機会を

増やしていくことが大切です。そのためには、学

校給食での県産食材を活用した食育をもっと進め

るべきではないかと考えております。

　文部科学省の調査では、令和４年度の熊本県の

学校給食における地場産物の活用状況は、金額ベ

ースで64.2％となっております。これは、全国平

均の56.5％を上回っていますが、九州８県の中で

熊本県は５番目となっており、さらなる活用推進

に向けた取組をお願いしたいところであります。

　学校給食で県産食材を活用することは、子供た

ちが県産食材のおいしさを実感できるだけにとど

まらず、県内の食文化や伝統食、食に関する産

業、自然との関わりといった様々な角度から熊本

県について学ぶことができるなど、郷土である熊

本県や県内農業への関心を持つきっかけづくりと

しての教育的効果も期待できます。

　また、ほかのメリットとしては、県産食材の安

定供給やフードロスといった県内農業に対する効

果や輸送コスト削減といった環境に対する効果も

高いと考えます。

　ぜひ、全国有数の農業県として、学校給食に県

産食材を積極的に活用するとともに、郷土愛の醸

成や農業への関心を高める教育につなげていただ

きたいと考えます。

　そこで質問です。

　学校給食における県産食材を活用した食育につ

いて、今後どのように推進されていくのか、教育

長にお尋ねをいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　学校給食における県産食

材を活用した食育の推進についてお答えいたしま

す。
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　議員御指摘のとおり、学校給食で県産食材を活

用した食育を推進することは、子供たちが県産食

材のおいしさを実感できるとともに、県内の食に

関する文化や自然、産業などを学ぶ上で大変重要

であると考えております。

　県教育委員会では、現在、毎月19日に、郷土料

理や県産食材を活用した献立等を提供するふるさ

とくまさんデーの取組を推進しています。さら

に、学校給食で現在使用しているお米と牛乳は

100％県産であり、積極的な活用に努めていると

ころでございます。

　今年度は、県産食材のさらなる活用による食育

の推進に向けて、新たに、県学校給食会、農林水

産部、教育委員会の３者で連携協定を結ぶことと

しております。

　具体的には、県産食材を使用した加工食品の開

発を行い、学校給食での活用機会の拡大を図ると

ともに、生産者や県産食材に関する食育教材動画

の作成、県産食材を活用した献立コンクールなど

を実施することとしています。これらの取組を通

して、児童生徒の食に対する感謝の心、県産食材

への興味や理解が深まる食育を積極的に推進して

まいります。

　県教育委員会といたしましては、今後も、郷土

愛の醸成や食に関する産業への関心につなげるた

め、関係機関等と連携を図りながら、学校給食に

おける県産食材を活用した食育をより一層推進し

てまいります。

　　〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　今御答弁をいただきましたが、こ

の県産食材、あるいはその地域でできた農産物を

給食に使ってほしい、あるいは使いたいというよ

うな議論は、これはどこの市でも町でも今行われ

ているというふうに思います。

　しかし、その目的は、安心、安全な食材を届け

る、あるいは地産地消を進める、そして、それが

ひいては農家の所得向上につながるといったよう

なことで、いろんな議論がどこでも行われている

わけであります。

　もしそれであれば、私も今日は農林水産部長に

質問をしなければいけませんでしたが、今日のお

話は、いかに食育につなげていくかということ

で、今日はあえて教育長に質問させていただきま

した。

　給食を通じて農業を知る、自分たちの地域でど

んなものができて、そしてどれぐらいの量ができ

て、どれぐらいの農家があってというようなこと

を、給食を通じて子供たちが学ぶ、そして、その

子供たちは、農業に関心を持って、これから大人

になったら営農をする、あるいは農業関係の研究

者になる、あるいは農業関連の例えば農業団体で

あるＪＡに勤めるとか、いろんな農業と関わって

いきたいというような気持ちを醸成するというよ

うな意味においては、今回、教育長の今の御答弁

にもありましたように、学校給食会と農林水産部

と教育委員会が一緒になってこれをやっていくん

だというような御答弁でございました。

　これはもう本当に、非常に新しいということで

あります。この子供が、これから全国有数の農業

県の子供として、これから自分たちが農業を担っ

ていくんだというような、そのようなきっかけに

なれば、あるいは選択の一つになればというよう

な思いでありますので、どうかこれは力強く推進

をしていただきたいというふうに思います。

　時間少し残りましたけれども、私の質問はもう

これで終わりますので、議員の皆様方におかれま

しては、最後までの御清聴、誠にありがとうござ

いました。(拍手)

○副議長(髙木健次君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。
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　明25日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第６号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時８分散会






